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(57)【要約】
高速組織化学処理などの高速サンプル処理を実現するよ
う構成されるサンプル処理システムは波要素を含み、前
記波要素は顕微鏡スライドガラスの角度移動を利用して
、毛管移動の作用による流体物質の排出および適用を繰
り返して、生検または同様のサンプルなどに隣接する微
小環境をリフレッシュすることができる。このように微
小環境をリフレッシュすることによって前記微小環境の
枯渇が回避され、スライド処理に通常必要とされる時間
６０～１２０分から約１５分未満にまで大幅に短縮され
るため、米国病理医協会の術中ガイドラインが推奨する
ように、このようなシステムを術中または外科手術環境
において使用することが可能になる。従って、検査結果
を入手して先の処置において腫瘍などが完全に除去され
たかどうかを判断することが可能になり、患者は追加の
外科的処置を受ける必要がない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．複数の個別生体サンプルを取得するステップと、
　ｂ．生化学試験手順のうちの少なくとも２つが異種である、前記複数の個別生体サンプ
ルに対する複数の異種のサンプル特定生化学試験手順を選択するステップであってと、前
記複数の個別生体サンプル内で前記生化学試験手順のうちの少なくとも２つが異種である
、ステップと、
　ｃ．前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順を、前記複数の個別生体サンプルに
対する個別生体サンプル位置に自動的に関連相関付けるステップと、
　ｄ．サンプル処理システム内の自動的に配列された生化学試験プロセッサの操作を通し
て、前記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記複数の異種のサンプル特定生化学試
験手順を自動的、実質的、かつ同時に行うステップと、
　ｅ．サンプル処理システム内の前記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記異種の
サンプル特定生化学試験手順の少なくとも一部を、自動的、実質的、かつ同時に処理する
ステップと、
　ｆ．前記サンプル処理システム内の前記異種のサンプル特定生化学試験手順を通して、
前記複数の個別生体サンプルの全てに対する個別所望結果を、自動的、実質的、かつ同時
に達成するステップと、
を含む、並列生化学処理方法。
【請求項２】
サンプル処理システム内の、前記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記異種のサン
プル特定生化学試験手順の少なくとも一部を、自動的、実質的、かつ同時に処理する前記
ステップは、
　　免疫組織化学処理を行うステップと、
　　免疫細胞化学処理を行うステップと、
　　ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成プロセスを行うステップと、
　　蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成プロセスを行うステップと、
　　染色識別プロセスを行うステップと、
　　染色プロセスを行うステップと、
　　抗原回復プロセスを行うステップと、
　　細胞化学プロセスを行うステップと、
　　組織化学プロセスを行うステップと、
　　分子化学プロセスを行うステップと、
　　エピトープ回復プロセスを行うステップと、
　　前処理プロセスを行うステップと、
から成るグループから選択されるステップを含む、請求項１に記載の並列生化学処理方法
。
【請求項３】
前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順の少なくとも一部を自動的、実質的、かつ
同時に行う前記ステップは、前記プロセスの少なくとも一部の間に物質を実質的かつ同時
に混合するステップを含む、請求項１に記載の並列生化学処理方法。　
【請求項４】
サンプル処理システム内の自動的に配列された生化学試験プロセッサの操作を通して、前
記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順
を自動的、実質的、かつ同時に行う前記ステップは、前記複数の個別生体サンプルの全て
の外部サンプル領域の少なくとも一部を、前記生化学試験手順に対する適切な物質に、自
動的、実質的、かつ同時に暴露するステップを含む、請求項１に記載の並列生化学処理方
法。
【請求項５】
サンプル処理システム内の自動的に配列された生化学試験プロセッサの操作を通して、前
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記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順
を自動的、実質的、かつ同時に行う前記ステップは、少なくとも２つの近接して対になっ
たサンプルの外部サンプル領域の少なくとも一部を、前記生化学試験手順に対する適切な
物質に、自動的、実質的、かつ同時に暴露するステップを含む、請求項１に記載の並列生
化学処理方法。
【請求項６】
サンプル処理システム内の自動的に配列された生化学試験プロセッサの操作を通して、前
記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順
を自動的、実質的、かつ同時に行う前記ステップは、物質の存在下で少なくとも２つの近
接して対になったサンプルを自動的、実質的、かつ同時にインキュベートするステップを
含む、請求項１に記載の並列生化学処理方法。
【請求項７】
サンプル処理システム内の自動的に配列された生化学試験プロセッサの操作を通して、前
記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順
を自動的、実質的、かつ同時に行う前記ステップは、少なくとも２つの近接して対になっ
たサンプルから物質を自動的、実質的、かつ同時に除去するステップを含む、請求項１に
記載の並列生化学処理方法。
【請求項８】
少なくとも２対のサンプルから物質を自動的、実質的かつ同時に除去する前記ステップは
、少なくとも２つの近接して対になったサンプルから物質を自動的、実質的、同時かつ流
体的に除去するステップを含む、請求項７に記載の並列生化学処理方法。
【請求項９】
少なくとも２つの近接して対になったサンプルから物質を自動的、実質的かつ同時に除去
するステップは、少なくとも２つの近接して対になったサンプルから物質を自動的、実質
的かつ同時に毛管除去するステップを含む、請求項７に記載の並列生化学処理方法。
【請求項１０】
サンプル処理システム内の自動的に配列された生化学試験プロセッサの操作を通して、前
記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順
を自動的、実質的、かつ同時に行う前記ステップは、少なくとも２つのサンプルから物質
の少なくとも一部を少なくとも２つのサンプルに自動的、実質的、かつ同時に再適用する
ステップを含む、請求項７に記載の並列生化学処理方法。
【請求項１１】
サンプル処理システム内の自動的に配列された生化学試験プロセッサの操作を通して、前
記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順
を自動的、実質的、かつ同時に行う前記ステップは、少なくとも２つのサンプルから物質
を自動的、実質的、かつ同時に回収するステップを含む、請求項１に記載の並列生化学処
理方法。
【請求項１２】
少なくとも２つのサンプルから物質を自動的、実質的かつ同時に回収する前記ステップは
、プロセスの少なくとも一部を完了した時に、物質を少なくとも２つのサンプルの近くか
ら自動的、実質的かつ同時に毛管回収するステップを含む、請求項１１に記載の並列生化
学処理方法。
【請求項１３】
少なくとも２つのサンプルから物質を自動的、実質的かつ同時に毛管回収する前記ステッ
プは、プロセスの少なくとも一部を完了した時に、前記物質を少なくとも２つのサンプル
の近くから自動的、実質的かつ同時にウィッキングするステップを含む、請求項１２に記
載の並列生化学処理方法。
【請求項１４】
サンプル処理システム内の自動的に配列された生化学試験プロセッサの操作を通して、前
記複数の個別生体サンプルの全てに対する前記複数の異種のサンプル特定生化学試験手順
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を自動的、実質的、かつ同時に行う前記ステップは、前記複数の異種のサンプル特定生化
学試験手順を自動的かつ完全同時に行うステップを含む、請求項１に記載の並列生化学処
理方法。
【請求項１５】
　ａ．サンプルを取得するステップと、
　ｂ．前記サンプルに対して生化学試験手順を選択するステップと、
　ｃ．前記サンプルに対する前記生化学試験手順の一部として使用される複数の適切な相
互作用流体物質を決定するステップと、
　ｄ．単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテ
ナを自動サンプル処理システム内に設置するステップと、
　ｅ．複数の相互作用物質を、前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質の
マガジンマガジンを備える単一コンテナから自動的に分配するステップと、
　ｆ．前記生化学試験手順を自動的に処理するステップと、
　ｇ．前記生化学試験手順を通して前記所望の結果を達成するステップと、
を含む、生化学処理方法。
【請求項１６】
単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテナを自
動サンプル処理システム内に設置する前記ステップは、少なくとも２つの物質マガジンを
前記自動サンプル処理システム内に設置するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
少なくとも２つの物質マガジンを前記自動サンプル処理システムに設置するステップは、
　ａ．少なくとも１つの位置特定単一物質ソースを利用するステップと、
　ｂ．少なくとも１つの位置特定複数物質ソースを利用するステップと、
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
少なくとも１つの位置特定単一物質ソースを利用する前記ステップは、少なくとも１つの
位置特定抗体物質ソースカートリッジを利用するステップを含み、かつ少なくとも１つの
位置特定複数物質ソースを利用する前記ステップは、前記生化学試験手順のうちの少なく
とも１つに対する少なくとも１つの機能的関連のある複数物質ソースマガジンを利用する
ステップを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテナを設
置する前記ステップは、少なくとも１つの位置特定関連物質使用サイズのソースを利用す
るステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用する前記ステップは、少なくとも１つの機能的に関
連のある複数物質ソースマガジンを利用するステップを含む、請求項１５に記載の生化学
処理方法。
【請求項２１】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用する前記ステップは、
　　一次抗体物質と、　
　　二次抗体物質と、　
　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、　
　　緩衝物質と、
から成るグループから選択される物質を有する少なくとも１つの位置特定複数物質ソース
を利用するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
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少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用する前記ステップは、少なくとも１つの位置特定関
連物質使用サイズのソースを利用するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２３】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用する前記ステップは、少なくとも１つの直線状に配
置された複数ソースを利用するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
少なくとも１つのソースを前記サンプル処理システム内に取り付けるステップをさらに含
む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２５】
少なくとも１つのソースを取り付ける前記ステップは、　
　　一次抗体物質と、　
　　二次抗体物質と、　
　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、
　　緩衝物質と、
から成るグループから選択される物質を有する、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
少なくとも１つのソースを取り付ける前記ステップは、少なくとも２つのソースを取り付
けるステップを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
少なくとも２つのソースを取り付ける前記ステップは、
　ａ．一次抗体物質カートリッジを取り付けるステップと、　
　ｂ．線形複数試薬マガジンを取り付けるステップと、
を含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
少なくとも１つのソースを取り付ける前記ステップは、少なくとも１つの位置特定関連物
質使用サイズのソースを利用するステップを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、
　　免疫組織化学処理を行うステップと、
　　免疫細胞化学処理を行うステップと、　
　　ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成プロセスを行うステップと、　
　　蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成プロセスを行うステップと、　
　　染色識別プロセスを行うステップと、　
　　染色プロセスを行うステップと、　
　　抗原回復プロセスを行うステップと、　
　　細胞化学プロセスを行うステップと、　
　　組織化学プロセスを行うステップと、　
　　分子化学プロセスを行うステップと、　
　　エピトープ回復プロセスを行うステップと、　
　　前処理プロセスを行うステップと、
から成るグループから選択されるステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３０】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、前記プロセスの少なくとも一部の間に物
質を自動的、実質的かつ同時に混合するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３１】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、前記複数の個別生体サンプルの全ての外
部サンプル領域の少なくとも一部を、前記生化学試験手順に対する適切な物質に、自動的
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、実質的かつ同時に暴露するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３２】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、少なくとも２つのサンプルの外部サンプ
ル領域の少なくとも一部を、前記生化学試験手順に対する適切な物質に、自動的、実質的
かつ同時に暴露するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３３】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、物質の存在下で少なくとも２つのサンプ
ルを自動的、実質的かつ同時にインキュベートするステップを含む、請求項１５に記載の
方法。
【請求項３４】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、少なくとも２つのサンプルから物質を自
動的、実質的かつ同時に除去するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３５】
少なくとも２つのサンプルから物質を実質的かつ同時に除去する前記ステップは、少なく
とも２つのサンプルから物質を自動的、実質的、同時かつ流体的に除去するステップを含
む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
少なくとも２つのサンプルから物質を自動的、実質的かつ同時に除去する前記ステップは
、少なくとも２つのサンプルから物質を自動的、実質的かつ同時に毛管除去するステップ
を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、物質の少なくとも一部を少なくとも２つ
のサンプルに自動的に実質的かつ同時に再適用するステップを含む、請求項３４に記載の
方法。
【請求項３８】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、少なくとも２つのサンプルから物質を自
動的、実質的かつ同時に回収するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３９】
少なくとも２つのサンプルから物質を自動的、実質的かつ同時に回収する前記ステップは
、プロセスの少なくとも一部を完了した時に、物質を少なくとも２つのサンプルの近くか
ら自動的、実質的かつ同時に毛管回収するステップを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
プロセスの少なくとも一部を完了した時に、物質を少なくとも２つのサンプルの近くから
自動的、実質的かつ同時に毛管回収する前記ステップは、プロセスの少なくとも一部を完
了した時に、前記物質を少なくとも２つのサンプルの近くから自動的、実質的かつ同時に
ウィッキングするステップを含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
前記生化学試験手順を処理する前記ステップは、前記複数の異種のサンプル特定生化学試
験手順を完全同時に行うステップを含む、請求項３０、３１または３３に記載の方法。
【請求項４２】
前記サンプルは複数のサンプルを含み、自動同時処理に対する前記複数のサンプルを構成
するステップをさらに含む、請求項１または１５に記載の方法。
【請求項４３】
自動同時処理に対する前記複数のサンプルを構成する前記ステップは、前記複数のサンプ
ルを対向する対で構成するステップを含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
前記複数のサンプルを対向する対で構成する前記ステップは、前記複数のサンプルを隣接
して対向する対で構成するステップを含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
前記サンプルは抗体物質を含む、請求項１または１５に記載の方法。
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【請求項４６】
前記サンプルは、前記サンプルを、　
　　組織化学プロセス物質と、　
　　細胞化学プロセス物質と、　
　　免疫蛍光物質と、　
　　免疫金物質と、　
　　免疫金・銀増感物質と、　
　　免疫細胞化学物質と、　
　　免疫組織化学物質と、　
　　蛍光分子物質と、　
　　一次抗体物質と、　
　　二次抗体物質と、　
　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、
から成るグループから選択される物質に暴露するステップを含む、請求項１または１５に
記載の方法。
【請求項４７】
短縮された検出時間で検出表示を提供するステップをさらに含み、　
　　約６０分以下で以内に組織化学検出表示を提供するステップと、　
　　約４５分以内に以下で組織化学検出表示を提供するステップと、　
　　約３０分以内に以下で組織化学検出表示を提供するステップと、　
　　約２０分以内に以下で組織化学検出表示を提供するステップと、　
　　約１５分以内に以下で組織化学検出表示を提供するステップと、　
　　約１２分以内に以下で組織化学検出表示を提供するステップと、　
　　約１０分以内に以下で組織化学検出表示を提供するステップと、　
　　外来患者処置の時間制限以内に以下で検出表示を提供するステップと、　
　　術中処置の時間制限以内に以下で組織化学検出表示を提供するステップと、　
　　米国病理医協会の術中ガイドラインに記載の時間以内に以下で組織化学検出表示を提
供するステップと、
から成るグループから選択される短縮された検出時間に検出表示を提供するステップを含
む、請求項１または１５に記載の方法。
【請求項４８】
サンプルを取得する前記ステップは、
　　生体サンプルを取得するステップと、　
　　細胞サンプルを取得するステップと、　
　　組織サンプルを取得するステップと、
から成るグループから選択されるサンプルを取得するステップを含む、請求項１または１
５に記載の方法。
【請求項４９】
サンプルを取得する前記ステップは、薄い生体サンプルを取得するステップを含む、請求
項１または１５に記載の方法。　
【請求項５０】
薄い生体サンプルを取得する前記ステップは、生検サンプルを取得するステップを含む、
請求項４９に記載の方法。　
【請求項５１】
前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも１つの位置特定ソースを
利用するステップをさらに含む、請求項１または１５に記載の方法。　
【請求項５２】
前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する位置特定ソースを利用する前記ステ
ップは、前記生化学試験手順に対する複数の隣接する位置特定ソースを利用するステップ
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を含む、請求項５１に記載の方法。　
【請求項５３】
前記生化学試験手順に対する複数の隣接する位置特定ソースを利用する前記ステップは、
前記生化学試験手順に対する複数の隣接するサンプル幅ソースを含む、請求項５２に記載
の方法。　
【請求項５４】
前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する位置特定ソースを利用する前記ステ
ップは、前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも１つのソースを
取り付けるステップを含む、請求項５１に記載の方法。　
【請求項５５】
前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも１つのソースを取り付け
る前記ステップは、前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも２つ
のソースを取り付けるステップを含む、請求項５４に記載の方法。　
【請求項５６】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法
。　
【請求項５７】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用する前記ステップは、前記生化学試験手順のうちの
少なくとも１つに対する少なくとも１つの機能的に関連のある複数物質ソースマガジンを
利用するステップを含む、請求項５６に記載の方法。
【請求項５８】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用する前記ステップは、　
　　一次抗体物質と、　
　　二次抗体物質と、　
　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、　
　　緩衝物質と、
から成るグループから選択される物質を有する、前記生化学試験手順のうちの少なくとも
１つに対する少なくとも１つの位置特定複数物質ソースを利用するステップを含む、請求
項５６に記載の方法。
【請求項５９】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用する前記ステップは、前記生化学試験手順のうちの
少なくとも１つに対する少なくとも１つの位置特定関連物質使用サイズのソースを利用す
るステップを含む、請求項５６に記載の方法。
【請求項６０】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナを利用する前記ステップは、前記生化学試験手順のうちの
少なくとも１つに対する少なくとも１つの直線状に配置された複数ソースを利用するステ
ップを含む、請求項５６に記載の方法。
【請求項６１】
前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも１つのソースを取り付け
るステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６２】
少なくとも１つのソースを取り付ける前記ステップは、　
　　一次抗体物質と、　
　　二次抗体物質と、　
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　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、　
　　緩衝物質と、
から成るグループから選択される物質を有する、請求項６１に記載の方法。
【請求項６３】
前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも１つのソースを取り付け
る前記ステップは、前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも２つ
のソースを取り付けるステップを含む、請求項６２に記載の方法。　
【請求項６４】
少なくとも２つのソースを取り付ける前記ステップは、　
　ａ．一次抗体物質カートリッジを取り付けるステップと、　
　ｂ．線形複数試薬マガジンを取り付けるステップと、　
を備える、請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも１つのソースを取り付け
る前記ステップは、前記生化学試験手順のうちの少なくとも１つに対する少なくとも１つ
の位置特定関連物質使用サイズのソースを利用するステップを含む、請求項６１に記載の
方法。　
【請求項６６】
前記サンプルを表面に確立設置するステップをさらに含む、請求項１または１５に記載の
方法。　
【請求項６７】
前記サンプルを表面に確立設置する前記ステップは、前記サンプルを実質的に平坦な表面
に確立設置するステップを含む、請求項６６に記載の方法。　
【請求項６８】
前記サンプルを実質的に平坦な表面に確立設置する前記ステップは、前記サンプルを顕微
鏡スライドガラスに確立設置するステップを含む、請求項６７に記載の方法。　
【請求項６９】
前記サンプルを顕微鏡スライドガラスに確立設置する前記ステップは、少なくとも一対の
対向する顕微鏡スライドガラスを確立設置するステップを含む、請求項６８に記載の方法
。　
【請求項７０】
高速流体移動速度を達成するステップをさらに含む、請求項１または１５に記載の方法。
　
【請求項７１】
高速流体移動速度を達成する前記ステップは、特定構造に対する通常毛管移動より速い前
記サンプルに対する高速流体移動を行うステップを含む、請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
特定構造に対する通常毛管移動より速い前記サンプルに対する流体移動を行う前記ステッ
プは、毛管移動より速い速度で高速流体適用を行うステップを含む、請求項７１に記載の
方法。
【請求項７３】
毛管移動より速い速度で高速流体適用を行う前記ステップは、前記流体を前記サンプル上
に実質的同時かつ実質的均等に広げるステップを含む、請求項７２に記載の方法。
【請求項７４】
特定構造に対する通常毛管移動より速い前記サンプルに対する流体移動を行う前記ステッ
プは、毛管移動速度より速い速度で高速流体除去を行うステップを含む、請求項７１に記
載の方法。
【請求項７５】
特定構造に対する通常毛管移動より速い前記サンプルに対する流体移動を行うステップは
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、　
　　少なくとも約０．０５ｍ／ｓの流体移動を行うステップと、　
　　少なくとも約０．１ｍ／ｓの流体移動を行うステップと、　
　　少なくとも約０．１２５ｍ／ｓの流体移動を行うステップと、　
　　少なくとも約０．２５ｍ／ｓの流体移動を行うステップと、　
　　少なくとも約０．５ｍ／ｓの流体移動を行うステップと、　
　　少なくとも約１ｍ／ｓの流体移動を行うステップと、　
　　流体移動を最長約１秒以下間行うステップと、　
　　流体移動を最長約０．５秒以下間行うステップと、　
　　流体移動を最長約４００ミリ秒以下間行うステップと、　
　　流体移動を最長約２００ミリ秒以下間行うステップと、　
　　流体移動を最長約１００ミリ秒以下間行うステップと、　　
　　流体移動を最長約５０ミリ秒以下間行うステップと、　
　　特定構造に対するメニスカス移動速度より速い流体移動を行うステップと、　
　　特定構造に対するウィッキング移動速度より速い流体移動を行うステップと、
から成るグループから選択されるステップを含む、請求項７１に記載の方法。
【請求項７６】
前記サンプルの近くで原動力を実質的かつ同時に適用するステップをさらに含む、請求項
１または１５に記載の方法。
【請求項７７】
前記サンプルの近くで原動力を実質的かつ同時に適用する前記ステップは、前記サンプル
の近くで流体を実質的かつ同時に動かすステップを含む、請求項７６に記載の方法。
【請求項７８】
前記サンプルの近くで流体を実質的かつ同時に動かす前記ステップは、　
　ａ．前記物質を前記サンプルから実質的に除去するステップと、　
　ｂ．前記実質的に除去された物質の少なくとも一部を前記サンプルに再適用するステッ
プと、　
を含む、請求項７７に記載の方法。
【請求項７９】
前記サンプルの近くで流体を実質的かつ同時に動かす前記ステップは、第一表面および第
二表面間にちょうつがい運動を生じさせるステップを含む、請求項７７に記載の方法。
【請求項８０】
前記サンプルの近くで原動力を実質的かつ同時に適用する前記ステップは、前記サンプル
上で流体波を積極的に開始するステップを含む、請求項７６に記載の方法。
【請求項８１】
前記サンプル上で流体波を積極的に開始する前記ステップは、前記サンプル上で振動流体
波を積極的に開始するステップを含む、請求項８０に記載の方法。
【請求項８２】
前記サンプル上で流体波を積極的に開始する前記ステップは、前記サンプル上で流体波を
繰り返し生じさせるステップを含む、請求項８０に記載の方法。
【請求項８３】
前記サンプル上で流体波を繰り返し生じさせるステップは、　
　　前記ステップを１回より多く以上繰り返すステップと、　
　　前記ステップを２回繰り返すステップと、　
　　前記ステップを２回より多く以上繰り返すステップと、　
　　前記ステップを３回繰り返すステップと、　
　　前記ステップを３回より多く以上繰り返すステップと、　
　　前記ステップを４回繰り返すステップと、　
　　前記ステップを４回より多く以上繰り返すステップと、　
　　前記ステップを５回繰り返すステップと、　
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　　前記ステップを５回より多く以上繰り返すステップと、
から成り立つグループから選択されるステップを含む、請求項８２に記載の方法。
【請求項８４】
前記処理ステップは、表面張力液を利用するステップを含む、請求項１または１５に記載
の方法。
【請求項８５】
前記処理ステップは、毛管移動可能な液体を利用するステップを含む、請求項１または１
５に記載の方法。
【請求項８６】
前記サンプルに隣接する微小環境において前記物質を非置換的かつ実質的にリフレッシュ
するステップをさらに含む、請求項４または１５に記載の方法。
【請求項８７】
前記サンプルに隣接する微小環境において前記物質を非置換的かつ実質的にリフレッシュ
する前記ステップは、前記サンプルに隣接する微小環境において前記物質を繰り返し、非
置換的かつ実質的にリフレッシュするステップを含む、請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
前記サンプルに隣接する微小環境において前記物質を繰り返し、非置換的かつ実質的にリ
フレッシュする前記ステップは、
　　前記ステップを１回より多く以上繰り返すステップと、　
　　前記ステップを２回繰り返すステップと、　
　　前記ステップを２回より多く以上繰り返すステップと、　
　　前記ステップを３回繰り返すステップと、　
　　前記ステップを３回より多く以上繰り返すステップと、　
　　前記ステップを４回繰り返すステップと、　
　　前記ステップを４回より多く以上繰り返すステップと、　
　　前記ステップを５回繰り返すステップと、　
　　前記ステップを５回より多く以上繰り返すステップと、
から成り立つグループから選択されるステップを含む、請求項８７に記載の方法。
【請求項８９】
サンプルインターフェース微小環境における物質の枯渇を積極的に回避するステップをさ
らに含む、請求項１または１５に記載の方法。
【請求項９０】
サンプルインターフェース微小環境における前記物質の枯渇を積極的に回避するステップ
は、前記サンプルインターフェース微小環境内で実質的な混合を行うステップを含む、請
求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
　　手術室時間制約環境において自動的に行われるよう前記プロセスを構成するステップ
と、　
　　治療時間制約環境において自動的に行われるよう前記プロセスを構成するステップと
、　
　　手術時間制約環境において自動的に行われるよう前記プロセスを構成するステップと
、
から成るグループから選択されるステップをさらに含む、請求項１または１５に記載の方
法。
【請求項９２】
サンプルを取得する前記ステップは、生検サンプルを取得するステップを含む、請求項１
または１５に記載の方法。
【請求項９３】
サンプルを取得する前記ステップは、　
　　癌腫関連サンプルを取得するステップと、　
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　　黒色腫関連サンプルを取得するステップと、　
　　リンパ腫関連サンプルを取得するステップと、　
　　辺縁検査関連サンプルを取得するステップと、
から成るグループから選択されるステップを含む、請求項１または１５に記載の方法。
【請求項９４】
前記生化学試験手順を通して前記所望の結果を達成するステップは、　
　　前記サンプル内の腫瘍指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の食細胞指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の病理的指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の非病理的指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内のリンパ腫指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の黒色腫指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の癌腫指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、
から成り立つグループから選択される物質の存在の検出表示を提供するステップを含む、
請求項１または１５に記載の方法。
【請求項９５】
サンプルを取得する前記ステップは、　
　　上皮細胞サンプルを取得するステップと、　
　　リンパ節サンプルを取得するステップと、　
　　未分化腫瘍細胞サンプルを取得するステップと、　
　　小児細胞サンプルを取得するステップと、　
　　モースマッピング細胞サンプルを取得するステップと、　
　　ヘリコバクター・ピロリ細胞サンプルを取得するステップと、　
　　絨毛膜組織細胞サンプルを取得するステップと、　
　　新生児ヘルペス細胞サンプルを取得するステップと、　
　　プロテオミクス細胞サンプルを取得するステップと、
から成るグループから選択されるステップを含む、請求項１または１５に記載の方法。
【請求項９６】
サンプルを取得する前記ステップは、　
　　前記サンプル内のリンパ節指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、
　　前記サンプル内の移植手技指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の腫瘍分化指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の病理指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の非病理指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内のモースマッピング指示物質の存在の検出表示を提供するステップと
、　
　　前記サンプル内の辺縁指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内のヘリコバクター・ピロリ診断指示物質の存在の検出表示を提供する
ステップと、　
　　前記サンプル内の治療マーカー指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の絨毛膜組織指示物質の存在の検出表示を提供するステップと、　
　　前記サンプル内の小児ヘルペス物質の存在の検出表示を提供するステップと、
から成るグループから選択されるステップを含む、請求項１または１５に記載の方法。
【請求項９７】
前記処理ステップは、　
　　前記物質を前記サンプルから少なくとも２回一時的かつ実質的に除去するステップと
、　
　　前記物質を前記サンプルから少なくとも３回一時的かつ実質的に除去するステップと
、　
　　前記物質を前記サンプルから少なくとも４回一時的かつ実質的に除去するステップと
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、　
　　前記物質を前記サンプルから少なくとも５回一時的かつ実質的に除去するステップと
、　
　　最初に、前記物質を前記サンプルから一時的かつ実質的に除去するステップを迅速に
繰り返すステップと、　
　　次に、前記物質を前記サンプルから一時的かつ実質的に除去するステップをゆっくり
繰り返すステップと、　
　　色原体物質に対して、前記物質を前記サンプルから一時的かつ実質的に除去するステ
ップを最初に何度も繰り返すステップと、　
　　マルチパート物質に対して、前記物質を前記サンプルから一時的かつ実質的に除去す
るステップを最初に何度も繰り返すステップと、　
　　緩衝物、抗体物質、色原体、または対比染色物質に対して、前記物質を前記サンプル
から少なくとも約３回一時的かつ実質的に除去するステップと、　
　　緩衝物、抗体物質、色原体、または対比染色物質に対して、前記物質を前記サンプル
から少なくとも約４回一時的かつ実質的に除去するステップと、　
　　緩衝物、抗体物質、色原体、または対比染色物質に対して、前記物質を前記サンプル
から少なくとも約６回一時的かつ実質的に除去するステップと、　
　　緩衝物、抗体物質、色原体、または対比染色物質に対して、前記物質を前記サンプル
から少なくとも約９回一時的かつ実質的に除去するステップと、　
　　異なる物質に対して異なる混合ステップを行うステップと、　
　　異なる物質に対して異なるインキュベーション期間を利用するステップと、　
　　緩衝物質に対してインキュベーション期間を利用しないステップと、　
　　実質的にインキュベーション期間を利用しないステップと、　
　　最長約９０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約６０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約４５秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約３０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約２２秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約２０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約１５秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約１０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約５秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約３秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　実質的にごく短時間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約３００秒間物質をインキュベートするス
テップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約２５０秒間物質をインキュベートするス
テップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約２００秒間物質をインキュベートするス
テップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約１５０秒間物質をインキュベートするス
テップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約２０秒間物質をインキュベートするステ
ップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約１６秒間物質をインキュベートするステ
ップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約１０秒間物質をインキュベートするステ
ップと、　
　　異なる物質の異なる発現を用いて混合ステップを繰り返すステップと、　
　　全ての物質に対して混合ステップを複数回繰り返すステップと、　
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　　前記除去ステップを複数回繰り返すステップと、
から成るグループから選択されるステップを含む、請求項１または１５に記載の方法。
【請求項９８】
　ａ．複数の生体サンプルを収容するよう構成されるサンプルホルダーと、　
　ｂ．複数の異種のサンプル特定生化学試験手順を、複数の個別生体サンプル内の個別生
体サンプルに関連相関付けるよう構成される相関要素と、　
　ｃ．前記相関要素に応答し、生体サンプルの全てに対する前記複数の個別で異種の生化
学試験手順を自動的、実質的かつ同時に行うよう構成される、実質的同時かつ自動的に配
列された生化学試験プロセッサと、
を備える、生化学サンプルプロセッサ。
【請求項９９】
前記生化学試験プロセッサは、　
　　免疫組織化学プロセッサと、　
　　免疫細胞化学プロセッサと、　
　　ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成プロセッサと、　
　　蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成プロセッサと、　
　　染色識別プロセッサと、　
　　染色プロセッサと、　
　　抗原回復プロセッサと、　
　　細胞化学プロセッサと、　
　　組織化学プロセッサと、　
　　分子化学プロセッサと、　
　　エピトープ回復プロセッサと、　
　　前処理プロセッサと、
から成るグループから選択される自動的に配列された生化学試験プロセッサを備える、請
求項９８に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１００】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時で
ある物質ミキサーを備える、請求項９８に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１０１】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時物
質適用要素を備える、請求項９８に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１０２】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時で
ある対になったサンプル物質適用要素を備える、請求項９８に記載の自動生化学サンプル
プロセッサ。
【請求項１０３】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時で
あるインキュベーション要素を備える、請求項９８に記載の自動生化学サンプルプロセッ
サ。　
【請求項１０４】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時で
ある物質一時的除去要素を備える、請求項９８に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。
　
【請求項１０５】
前記自動かつ実質的同時である物質一時的除去要素は、自動かつ実質的同時である流体物
質一時的除去要素を備える、請求項１０４に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１０６】
前記自動かつ実質的同時である物質一時的除去要素は、自動かつ実質的同時である毛管一
時的除去要素を備える、請求項１０４に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
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【請求項１０７】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時物
質再適用要素を備える、請求項１０４に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１０８】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時物
質回収要素を備える、請求項９８に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１０９】
前記物質回収要素は毛管作用物質回収要素を備える、請求項１０８に記載の生化学サンプ
ルプロセッサ。　
【請求項１１０】
前記毛管作用物質回収要素はウィッキング要素を備える、請求項１０９に記載の生化学サ
ンプルプロセッサ。
【請求項１１１】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、完全同時かつ自動的に
配列された生化学試験プロセッサを備える、請求項９８に記載の生化学サンプルプロセッ
サ。　
【請求項１１２】
　ａ．サンプルを保持するよう構成されるサンプルホルダーと、　
　ｂ．生化学試験手順を自動的に行うよう構成される自動的に配列された生化学試験プロ
セッサと、　
　ｃ．前記自動的に配列された生化学試験プロセッサに応答する、前記サンプルホルダー
の近くに設置される単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備え
る単一コンテナとと、　
　ｄ．力を前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単
一コンテナに適用するよう構成される分配力要素と、　
を備える、生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１１３】
前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテナ
は、少なくとも２つの物質チェンバを備える、請求項１１２に記載の生化学サンプルプロ
セッサ。　
【請求項１１４】
前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテナ
は、　
　ａ．少なくとも１つの位置特定単一物質ソースと、　
　ｂ．少なくとも１つの位置特定複数物質ソースと、　
を備える、請求項１１３に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１１５】
前記少なくとも１つの位置特定単一物質ソースは、少なくとも１つの位置特定抗体物質ソ
ースカートリッジを備え、かつ前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質の
マガジンを備える単一コンテナは、少なくとも１つの機能的に関連のある複数物質ソース
マガジンを備える、請求項１１３に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１１６】
前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテナ
は、少なくとも１つの位置特定関連物質使用サイズのソースを備える、請求項１１２に記
載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１１７】
前記少なくとも１つの複数物質ソースマガジンは、少なくとも１つの機能的に関連のある
複数物質ソースマガジンを備える、請求項１１２に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１１８】
前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテナ
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は、
　　一次抗体物質と、
　　二次抗体物質と、　
　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、　
　　緩衝物質と、
から成るグループから選択される少なくとも１つの物質を有する、請求項１１２に記載の
生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１１９】
前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテナ
は、少なくとも１つの位置特定関連物質使用サイズのソースを備える、請求項１１２に記
載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１２０】
前記単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える単一コンテナ
は、少なくとも１つの直線状に配置された複数物質ソースを備える、請求項１１２に記載
の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１２１】
取り付け固定可能位置特定物質ソースをさらに備える、請求項１１２に記載の生化学サン
プルプロセッサ。
【請求項１２２】
前記ソースは、　
　　一次抗体物質と、　
　　二次抗体物質と、　
　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、　
　　緩衝物質と、
から成るグループから選択される物質を有する、請求項１２１に記載の生化学サンプルプ
ロセッサ。
【請求項１２３】
前記少なくとも１つの取り付け固定可能位置特定物質ソースは、少なくとも２つの取り付
け固定可能位置特定物質ソースを備える、請求項１２２に記載の生化学サンプルプロセッ
サ。　
【請求項１２４】
前記少なくとも２つの取り付け固定可能位置特定物質ソースは、　
　ａ．少なくとも１つの取り付け固定可能一次抗体物質カートリッジと、　
　ｂ．少なくとも１つの取り付け固定可能線形複数試薬マガジンと、
を備える、請求項１２３に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１２５】
前記ソースは、少なくとも１つの位置特定関連物質使用サイズのソースを備える、請求項
１２１に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１２６】
前記生化学試験プロセッサは、　
　　免疫組織化学プロセッサと、　
　　免疫細胞化学プロセッサと、　
　　ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成プロセッサと、　
　　蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成プロセッサと、　
　　染色識別プロセッサと、　
　　染色プロセッサと、　
　　抗原回復プロセッサと、　
　　細胞化学プロセッサと、　
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　　組織化学プロセッサと、　
　　分子化学プロセッサと、　
　　エピトープ回復プロセッサと、　
　　前処理プロセッサと、
から成るグループから選択される自動的に配列された生化学プロセッサを備える、請求項
１１２に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１２７】
前記生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時である物質ミキサーを備える、請求項
１１２に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１２８】
前記生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時である物質適用要素を備える、請求項
１１２に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１２９】
前記生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時である対になったサンプル物質適用要
素を備える、請求項１１２に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１３０】
前記生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時であるインキュベーション要素を備え
る、請求項１１２に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１３１】
前記生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時である物質一時的除去要素を備える、
請求項１１２に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１３２】
前記自動かつ実質的同時である物質一時的除去要素は、自動かつ実質的同時である流体物
質一時的除去要素を備える、請求項１３１に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１３３】
前記自動かつ実質的同時である物質一時的除去要素は、自動かつ実質的同時である毛管一
時的除去要素を備える、請求項１３１に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１３４】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時物
質再適用要素を備える、請求項１３１に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１３５】
前記生化学試験プロセッサは、自動かつ実質的同時である物質回収要素を備える、請求項
１１２に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１３６】
前記物質回収要素は毛管作用物質回収要素を備える、請求項１３５に記載の生化学サンプ
ルプロセッサ。　
【請求項１３７】
前記毛管作用物質回収要素はウィッキング要素を備える、請求項１３６に記載の生化学サ
ンプルプロセッサ。　
【請求項１３８】
前記実質的同時かつ自動的に配列された生化学試験プロセッサは、完全同時かつ自動的に
配列された生化学試験プロセッサを備える、請求項１２７、１２８または１３０に記載の
生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１３９】
同時処理に対して構成される複数のサンプルをさらに備える、請求項９８または１１２に
記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１４０】
前記複数のサンプルは、対向する対で構成される複数のサンプルを含む、請求項１３９に
記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１４１】
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前記複数のサンプルは、隣接して対向する対で構成される複数のサンプルを含む、請求項
１４０に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１４２】
抗体物質ソースをさらに備える、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプルプロセ
ッサ。
【請求項１４３】
　　組織化学プロセス物質ソースと、　
　　細胞化学プロセス物質ソースと、　
　　免疫蛍光物質ソースと、　
　　免疫金物質ソースと、　
　　免疫金・銀増感物質ソースと、　
　　免疫細胞化学物質ソースと、　
　　免疫組織化学物質ソースと、　
　　蛍光分子物質ソースと、　
　　一次抗体物質ソースと、　
　　二次抗体物質ソースと、　
　　色原体物質ソースと、　
　　対比染色物質ソースと、
から成るグループから選択される物質ソースをさらに備える、請求項９８または１１２に
記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１４４】
前記生化学試験プロセッサは、　
　　約６０分以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化学的検出時間プ
ロセス完了要素と、　
　　約４５分以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化学的検出時間プ
ロセス完了要素と、　
　　約３０分以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化学的検出時間プ
ロセス完了要素と、　
　　約２０分以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化学的検出時間プ
ロセス完了要素と、　
　　約１５分以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化学的検出時間プ
ロセス完了要素と、　
　　約１２分以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化学的検出時間プ
ロセス完了要素と、　
　　約１０分以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化学的検出時間プ
ロセス完了要素と、　
　　外来患者処置の時間制限以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化
学的検出時間プロセス完了要素と、　
　　術中処置の時間制限以内に以下で検出表示を提供するよう構成される短縮組織化学的
検出時間プロセス完了要素と、　
　　米国病理医協会の術中ガイドラインに記載の時間以内に以下で検出表示を提供するよ
う構成される短縮組織化学的検出時間プロセス完了要素と、
から成るグループから選択される短縮された検出時間プロセス完了要素を備える、請求項
９８または１１２に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１４５】
前記生化学プロセッサは、　
　　生体サンプルを処理するよう構成されるサンプルプロセッサと、　
　　細胞サンプルを処理するよう構成されるサンプルプロセッサと、　
　　組織サンプルを処理するよう構成されるサンプルプロセッサと、　
から成るグループから選択される、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプルプロ
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セッサ。
【請求項１４６】
前記サンプルは薄い生体サンプルを含む、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプ
ルプロセッサ。　
【請求項１４７】
前記薄い生体サンプルは生検サンプルを含む、請求１４６に記載の生化学サンプルプロセ
ッサ。　
【請求項１４８】
少なくとも１つの位置特定物質ソースをさらに備える、請求項９８または１１２に記載の
生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１４９】
前記少なくとも１つの位置特定物質ソースは、複数の隣接する位置特定物質ソースを備え
る、請求項１４８に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１５０】
前記複数の隣接する位置特定物質ソースは、複数のスライド幅隣接位置特定物質ソースを
備える、請求項１４９に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１５１】
前記少なくとも１つの位置特定物質ソースは、少なくとも１つの取り付け固定可能位置特
定物質ソースを備える、請求項１４８に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１５２】
前記少なくとも１つの取り付け固定可能位置特定物質ソースは、少なくとも２つの取り付
け固定可能位置特定物質ソースを備える、請求項１５１に記載の生化学サンプルプロセッ
サ。　
【請求項１５３】
少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備える
少なくとも１つの単一コンテナをさらに備える、請求項９８に記載の生化学サンプルプロ
セッサ。　
【請求項１５４】
前記少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備
える少なくとも１つの単一コンテナは、少なくとも１つの機能的に関連のある複数物質ソ
ースマガジンを備える、請求項１５３に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１５５】
前記少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備
える単一コンテナは、　
　　一次抗体物質と、
　　二次抗体物質と、　
　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、　
　　緩衝物質と、
から成るグループから選択される少なくとも１つの物質を有する、請求項１５３に記載の
生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１５６】
前記少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備
える単一コンテナは、少なくとも１つの位置特定関連物質使用サイズのソースを備える、
請求項１５３に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１５７】
前記少なくとも１つの単一コンテナ複数のチェンバおよび複数の流体物質のマガジンを備
える少なくとも１つの単一コンテナは、少なくとも１つの直線状に配置された複数物質ソ
ースを備える、請求項１５３に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１５８】
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取り付け固定可能位置特定物質ソースをさらに備える、請求項９８または１１２に記載の
生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１５９】
前記ソースは、　
　　一次抗体物質と、　
　　二次抗体物質と、　
　　色原体物質と、　
　　対比染色物質と、　
　　緩衝物質と、
から成るグループから選択される物質を有する、請求項１５８に記載の生化学サンプルプ
ロセッサ。
【請求項１６０】
前記少なくとも１つの取り付け固定可能位置特定物質ソースは、少なくとも２つの取り付
け固定可能位置特定物質ソースを備える、請求項１５９に記載の生化学サンプルプロセッ
サ。　
【請求項１６１】
前記少なくとも２つの取り付け固定可能位置特定物質ソースは、　
　ａ．少なくとも１つの取り付け固定可能一次抗体物質カートリッジと、　
　ｂ．少なくとも１つの取り付け固定可能線形複数試薬マガジンと、　
を備える、請求項１６０に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１６２】
前記ソースは、少なくとも１つの位置特定関連物質使用サイズのソースを備える、請求項
１５８に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１６３】
前記サンプルが応答する表面をさらに備える、請求項９８または１１２に記載の生化学サ
ンプルプロセッサ。　
【請求項１６４】
前記表面は実質的に平坦な表面を備える、請求１６３に記載の生化学サンプルプロセッサ
。　
【請求項１６５】
前記実質的に平坦な表面は顕微鏡スライドガラスを備える、請求１６４に記載の生化学サ
ンプルプロセッサ。　
【請求項１６６】
少なくとも２つの対向する顕微鏡スライドガラスをさらに備える、請求１６５に記載の生
化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１６７】
高速流体移動速度要素をさらに備える、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプル
プロセッサ。　
【請求項１６８】
前記高速流体移動速度要素は、毛管移動速度よりも速い流体移動要素を備える、請求項１
６７に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１６９】
前記毛管移動速度よりも速い流体移動要素は、毛管移動速度よりも速い流体適用要素を備
える、請求項１６８に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１７０】
前記毛管移動速度よりも速い流体適用要素は、実質的同時かつ実質的均等な流体拡散要素
を備える、請求項１６９に記載の生化学サンプルプロセッサ。　
【請求項１７１】
前記毛管移動速度よりも速い流体移動要素は、毛管移動速度よりも速い流体除去要素を備
える、請求項１６８に記載の生化学サンプルプロセッサ。
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【請求項１７２】
前記毛管移動速度よりも速い流体移動要素は、　
　　少なくとも約０．０５ｍ／ｓの流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　少なくとも約０．１ｍ／ｓの流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　少なくとも約０．１２５ｍ／ｓの流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　少なくとも約０．２５ｍ／ｓの流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　少なくとも約０．５ｍ／ｓの流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　少なくとも約１ｍ／ｓの流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　約１秒以下で以内内に流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　約０．５秒以内に以下で流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　約４００ミリ秒以内に以下で流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　約２００ミリ秒以内に以下で流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　約１００ミリ秒以内に以下で流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　約５０ミリ秒以内に以下で流体移動を行うよう構成される流体移動要素と、　
　　特定構造に対するメニスカス移動速度より速い流体移動を行うよう構成される流体移
動要素と、
　　特定構造に対するウィッキング移動速度より速い流体移動を行うよう構成される流体
移動要素と、
から成るグループから選択される、請求項１６８に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１７３】
前記サンプルの近くに確立される実質的に同時である原動力適用要素をさら備える、請求
項９８または１１２に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１７４】
前記実質的に同時である原動力適用要素は、前記サンプルの近くで流体を実質的かつ同時
に動かすよう構成される、請求項１７３に記載の自動生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１７５】
前記実質的に同時である原動力適用要素は、　
　ａ．物質を前記サンプルから実質的に除去し、かつ　
　ｂ．前記実質的に除去された物質の少なくとも一部を前記サンプルに再適用するよう構
成される、　
請求項１７４に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１７６】
前記実質的に同時である原動力適用要素は、　
　ａ．前記サンプルのすぐ近くから前記物質を実質的に除去するよう構成される物質一時
的除去要素と、　
　ｂ．前記一時的に除去された物質の少なくとも一部に作用する物質再適用要素と、
を備える、請求項１７４に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１７７】
前記実質的に同時である原動力適用要素は、第一および第二表面角度移動要素を備える、
請求項１７４に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１７８】
前記サンプルの近くに確立される前記実質的に同時である原動力適用要素は、流体波要素
を備える、請求項１７３に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１７９】
前記流体波要素は振動波要素を備える、請求１７８に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１８０】
前記流体波要素は反復作用要素を備える、請求１７８に記載の生化学サンプルプロセッサ
。
【請求項１８１】
前記反復作用要素は、
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　　少なくとも２つの作用反復作用要素と、
　　少なくとも３つの作用反復作用要素と、
　　少なくとも４つの作用反復作用要素と、
　　少なくとも５つの作用反復作用要素と、
　　少なくとも６つの作用反復作用要素と、
から成るグループから選択される、請求項１８０に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１８２】
表面張力液体物質ソースをさらに備える、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプ
ルプロセッサ。
【請求項１８３】
毛管流体物質ソースをさらに備える、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプルプ
ロセッサ。
【請求項１８４】
サンプルインターフェース微小環境物質をリフレッシュする要素をさらに備える、請求項
９８または１１２に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１８５】
前記インターフェース微小環境物質をリフレッシュする要素は反復作用要素を備える、請
求１８４に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１８６】
前記反復作用要素は、
　　少なくとも２つの作用反復作用要素と、
　　少なくとも３つの作用反復作用要素と、
　　少なくとも４つの作用反復作用要素と、
　　少なくとも５つの作用反復作用要素と、
　　少なくとも６つの作用反復作用要素と、
から成るグループから選択される、請求項１８５に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１８７】
サンプルインターフェース微小環境の積極的枯渇回避要素をさらに備える、請求項９８ま
たは１１２に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１８８】
前記サンプルインターフェース微小環境の積極的枯渇回避要素は、サンプルインターフェ
ース微小環境混合要素を備える、請求１８７に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１８９】
前記サンプルプロセッサは、　
　　手術室時間制約環境において自動的に行われるプロセスを完了するよう構成されるサ
ンプルプロセッサと、　
　　治療時間制約環境において自動的に行われるプロセスを完了するよう構成されるサン
プルプロセッサと、　
　　手術時間制約環境において自動的に行われるプロセスを完了するよう構成されるサン
プルプロセッサと、
から成るグループから選択される、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプルプロ
セッサ。
【請求項１９０】
前記サンプルホルダーは生検サンプルホルダーを備え、かつ前記サンプルプロセッサは生
検サンプルを処理するよう構成される、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプル
プロセッサ。
【請求項１９１】
前記サンプルホルダーは生検サンプルホルダーを備え、かつ前記サンプルプロセッサは、
　
　　癌腫関連サンプルと、　
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　　黒色腫関連サンプルと、　
　　リンパ腫関連サンプルと、　
　　辺縁検査関連サンプルと、　
から成るグループから選択されるサンプルを処理するよう構成される、請求項９８または
１１２に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１９２】
前記サンプルプロセッサは、　
　　前記サンプル内の腫瘍指示物質の存在の検出表示を提供するよう構成されるプロセス
完了要素と、　
　　前記サンプル内の食細胞指示物質の存在の検出表示を提供するよう構成されるプロセ
ス完了要素と、
　　前記サンプル内の病理的指示物質の存在の検出表示を提供するよう構成されるプロセ
ス完了要素と、　
　　前記サンプル内の非病理的指示物質の存在の検出表示を提供するよう構成されるプロ
セス完了要素と、　
　　前記サンプル内のリンパ腫指示物質の存在の検出表示を提供するよう構成されるプロ
セス完了要素と、　
　　前記サンプル内の黒色腫指示物質の存在の検出表示を提供するよう構成されるプロセ
ス完了要素と、　
　　前記サンプル内の癌腫指示物質の存在の検出表示を提供するよう構成されるプロセス
完了要素と、
から成るグループから選択される、請求項９８または１１２に記載の生化学サンプルプロ
セッサ。
【請求項１９３】
前記サンプルプロセッサは、　
　　上皮細胞サンプルと、　
　　リンパ節サンプルと、　
　　未分化腫瘍細胞サンプルと、　
　　小児細胞サンプルと、　
　　モースマッピング細胞サンプルと、　
　　ヘリコバクター・ピロリ細胞サンプルと、　
　　絨毛膜組織細胞サンプルと、　
　　小児へルペス細胞サンプルと、　
　　プロテオミクス細胞サンプルと、
から成るグループから選択されるサンプルを処理するよう構成される、請求項９８または
１１２に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１９４】
前記サンプルプロセッサは、　
　　移植手技指示物質と、　
　　腫瘍分化指示物質と、　
　　病理指示物質と、　
　　非病理指示物質と、　
　　辺縁指示物質と、　
　　治療マーカー指示物質と、
から成るグループから選択されるサンプルを処理するよう構成される、請求項９８または
１１２に記載の生化学サンプルプロセッサ。
【請求項１９５】
前記サンプルプロセッサは、　
　　前記物質を前記サンプルから少なくとも２回一時的かつ実質的に除去するステップと
、　
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　　前記物質を前記サンプルから少なくとも３回一時的かつ実質的に除去するステップと
、　
　　前記物質を前記サンプルから少なくとも４回一時的かつ実質的に除去するステップと
、　
　　前記物質を前記サンプルから少なくとも５回一時的かつ実質的に除去するステップと
、　
　　最初に、前記物質を前記サンプルから一時的かつ実質的に除去するステップを迅速に
繰り返すステップと、　
　　次に、前記物質を前記サンプルから一時的かつ実質的に除去するステップをゆっくり
繰り返すステップと、　
　　色原体物質に対して、前記物質を前記サンプルから一時的かつ実質的に除去するステ
ップを最初に何度も繰り返すステップと、　
　　マルチパート物質に対して、前記物質を前記サンプルから一時的かつ実質的に除去す
るステップを最初に何度も繰り返すステップと、　
　　緩衝物、抗体物質、色原体、または対比染色物質に対して、前記物質を前記サンプル
から少なくとも約３回一時的かつ実質的に除去するステップと、　
　　緩衝物、抗体物質、色原体、または対比染色物質に対して、前記物質を前記サンプル
から少なくとも約４回一時的かつ実質的に除去するステップと、　
　　緩衝物、抗体物質、色原体、または対比染色物質に対して、前記物質を前記サンプル
から少なくとも約６回一時的かつ実質的に除去するステップと、　
　　緩衝物、抗体物質、色原体、または対比染色物質に対して、前記物質を前記サンプル
から少なくとも約９回一時的かつ実質的に除去するステップと、　
　　異なる物質に対して異なる混合ステップを行うステップと、　
　　異なる物質に対して異なるインキュベーション期間を利用するステップと、　
　　緩衝物質に対してインキュベーション期間を利用しないステップと、　
　　実質的にインキュベーション期間を利用しないステップと、　
　　最長約９０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約６０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約４５秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約３０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約２２秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約２０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約１５秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約１０秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約５秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　最長約３秒間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　実質的にごく短時間中断なく物質を部分的にインキュベートするステップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約３００秒間物質をインキュベートするス
テップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約２５０秒間物質をインキュベートするス
テップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約２００秒間物質をインキュベートするス
テップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約１５０秒間物質をインキュベートするス
テップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約２０秒間物質をインキュベートするステ
ップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約１６秒間物質をインキュベートするステ
ップと、　
　　組織化学プロセスの一部として、合計最長約１０秒間物質をインキュベートするステ
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ップと、　
　　異なる物質の異なる発現を用いて混合ステップを繰り返すステップと、　
　　全ての物質に対して混合ステップを複数回繰り返すステップと、　
　　前記除去ステップを複数回繰り返すステップと、
から成るグループから選択される作用を行うよう構成される、請求項９８または１１２に
記載の生化学サンプルプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生物化学で用いられ得るような自動標本検査の分野に関連し、おそらく細胞
化学、組織化学などを含む。特に、本発明は、より高速なやり方で結果を達成するために
用いられ、より容易に用いられ、並行して処理を達成し得るシステムおよびデバイスに関
する。そのようなシステムおよびデバイスは、外科的または手術の環境において用いるの
に特に適切であり得え、その環境では、高速な結果が必要であり得る。さらに、本出願は
、開示された技術のある側面のみに対処している。他の側面は、同時に出願された出願に
おいて対処されており、その出願は、以下のとおりである。「Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｆｌｕ
ｉｄｉｃ　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｒ
ａｐｉｄ　Ｉｍｍｕｎｏｈｉｓｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」（本願と同日出願され、出願番
号ＰＣＴ／ＵＳ２００６／　　　　が与えられた）、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａ
ｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｒａｐｉｄ　Ｉｍｍｕｎｏｈｉｓｔｏｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ」（本願と同日出願され、出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００６　　　　が与えら
れた）、「Ｗｉｃｋｉｎｇ　Ｃａｓｓｅｔｔｅ　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔ
ｕｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｒａｐｉｄ　Ｉｍｍｕｎｏｈｉｓｔｏｃｈｅｍｉｓ
ｔｒｙ」（本願と同日出願され、出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００６／　　　　が与えられた
）。これらの各々も、（本出願が利益を請求する）優先権の出願である米国仮出願第６０
／６７３，４６８号「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍ
ａｔｅｄ　Ｒａｐｉｄ　Ｉｍｍｕｎｏｈｉｓｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」も参照により本明
細書に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　しばしば手術中に、患者から組織生検サンプルが採取され、手術室から病理検査室に送
られて、例えば凍結組織切片診断などによる分析が行われる。凍結組織切片診断の手順は
、病理検査室において組織を凍結するステップと、前記凍結組織を切断するステップと、
標準ヘマトキシリンおよびエオシン（Ｈ＆Ｅ）染色を行うステップを含む。Ｈ＆Ｅは病理
学者の組織病理診断を助ける汎用染色であってよい。しかしＨ＆Ｅ染色は、それが非特定
組織染色であること、また組織内の特定タンパク質を識別しないといった多くの制限があ
る。例えば、免疫組織化学（ＩＨＣ）と呼ばれる手順を使用して組織内の特定タンパク質
を識別することは、病理学者が多数の術中組織病理を診断する際の助けとなる。例として
、センチネルリンパ節生検（転移性癌および黒色腫の可能性がある場合）、未分化腫瘍（
癌、リンパ腫、および黒色腫の可能性がある場合）、および辺縁の生検（切除された組織
の周縁を見て腫瘍全体が摘出されたかを判断する）が挙げられる。
【０００３】
　問題は、現在の自動ＩＨＣは６０分から１２０分を要し、手術手順中に有効となるには
長すぎることである。米国病理医協会が提供するような術中ガイドラインは一般に、病理
データを約２０分以内に手術医に報告することを推奨している。別の問題は、異なる試験
に異なる試薬が用いられる必要があるということである。オペレータは、時に間違いを犯
し得、故に、簡潔な作業が望まれる。
【０００４】
　例えば、おそらく個別の細胞と背景マトリクスとの間、または個別の細胞パーツ間の対
比欠如が原因で、無染色細胞および組織標本を顕微鏡で検査することがしばしば困難とな
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る。そのような対比を向上させるため、研究者は検査する細胞および組織標本に染色を適
用する。前記染色は、細胞内の様々な構造に応じて異なって吸収され、異なる細胞構造間
の対比が向上される。
【０００５】
　組織標本の染色は重要で時間のかかるプロセスである。多くの場合、多数の異なる染色
および洗浄段階を必要とする。各段階には特定量、およびおそらくは異なる種類の試薬ま
たはバッファが必要であり、一定の時間がかかる。そのため、通常は訓練を受けた技術者
がそのような作業を行う。さらに、病院および研究室では大量の組織標本を、異なる試薬
または物質を用いて染色する必要がある。従って、前記組織標本染色プロセスを自動化し
、所望の物質の挿入をより容易、かつだれにでも扱えるものにすることが望ましい。前記
プロセスを自動化することによって、高額の人件費を削減し、前記染色プロセス中にエラ
ーが生じる可能性を低減する。そのため、顕微鏡スライドガラス上で組織標本を自動染色
するための装置を導入する製造業者もいる。
【０００６】
　しかし、既存の自動染色装置は使用が容易でないことがある。そのような既存の自動染
色装置は、難解なプログラミングコマンドや複雑な手順を必要とし、そのような装置を有
効に操作できるようになるには広範囲のユーザトレーニングが必要となる。そのため、自
動染色装置の操作およびその設定を簡素化することが望まれる。
【０００７】
　しかし、前述のように、既存の自動染色装置では望ましい結果を得るために相当の時間
がかかる。抗体または一般に試薬などの相互作用物質あるいは結合物質を使用する場合、
術中手順に使用される前記物質の化学的結果を得るには相当の時間がかかる。例えば、加
速インキュベーション時間を用いる典型的な試薬結合プロファイルは、６０分以上を要す
る。これでは長すぎて患部を露出したままにすることができないため、一旦患部を縫合し
、結果が出た後で患者に再訪するよう依頼することも珍しくない。さらに、１つまたは２
つのサンプルだけのために大掛かりな処理システムを動かすことは現実的であり得ない。
大部分の物質に関して望ましい結合または他の相互作用量を得るためにこの試験時間が必
要である一方、患者に術中手順を行うという観点から考えると、そのような時間は一般に
許容されない。前記全体プロセスは前記化学的相互作用時間よりはるかに長くかかる。そ
のため、多くの染色または他の生化学的手順によって望ましい結果を得るために少なくと
も１時間を要することも珍しくない。
【０００８】
　さらに、前記全体プロセスも相当に関連している。例えば、生化学処理はサンプルを第
一抗体物質に暴露するステップと、空気ナイフを用いて前記抗体物質を動かし、前記サン
プルの表面上に空気を吹き付けるステップと、前記サンプルをバッファで洗浄するステッ
プと、前記サンプルを第二抗体物質に暴露するステップと、空気ナイフを用いて前記抗体
物質を再度動かすステップと、前記サンプルをバッファで再度洗浄するステップと、前記
サンプルを色原体物質に暴露するステップと、前記サンプルをバッファで再度洗浄するス
テップと、前記サンプルを対比染色に暴露するステップと、前記サンプルをバッファで再
度洗浄するステップから成るステップを含む。これらの各ステップはそれ自体に相当の時
間がかかり、手順全体では途方もない時間がかかることになる。実際に、そのようなステ
ップを含む手順に９０分以上かかることも稀ではない。この時間を短縮するための努力が
為されているが、その努力は、単に関与する化学反応に対する機械的プロセスをある程度
スピードアップすることに集中している。
【０００９】
　前記化学処理をスピードアップするための周知のプロセスは、適用されるサンプルおよ
び前記物質を加熱することである。このタイプのシステムでは、試薬を加熱することによ
って試薬と組織の相互作用時間を短縮する。加熱の欠点は、多くの試薬およびサンプルが
加熱に対して良好に反応しないことである。
【００１０】
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　試薬の表面上に空気を吹き付け、前記試薬または他の物質を前記サンプルの表面上で動
かすために空気ナイフを使用することで、全体プロセスをいくらか短縮することができた
が、この機能を採用する場合でも、前記手順には６０分から１２０分という長い時間を要
するという問題が残る。そのため、以前に使用された前記自動組織化学システムおよび他
の類似したシステムの障害および制限の１つは、短時間で結果を得られないため、術中環
境で有効に使用できるシステムを提供できないことである。本発明以前は、そのような試
験に長い時間枠が必要であるということは、基本化学反応に必須の事として認識されてい
た。前述の記載を考慮すると、自動高速ＩＨＣまたは２０分以内に行われるＩＨＣなどを
可能にする他の類似したシステムを実現することが求められる。研究室では、凍結組織な
どに対して自動高速ＩＨＣまたは他の類似した生化学試験も強く望まれる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　実施例において、本発明は図１に示すような内蔵型高速サンプル処理システムを含む。
このシステムは、高速ＩＨＣを行い、少ないサンプルに対しても容易に用いられ得る。実
施例は、まったく異なる観点から問題にアプローチすることによって、克服不可能と考え
られていた問題を解決することができる。本発明は、様々な生化学的状況において、ごく
短い期間およびオペレータにとってより簡単な方法でサンプル処理を行うことができるシ
ステムを様々な実施例において提供する。実際に、本発明はこれまで６０分または９０分
、あるいは１２０分もかかっていた試験を２０分の術中時間枠に短縮する。本発明の実施
例は、これまで物理的な要件と考えられてきたこと、つまり多くの特定生化学反応が長い
時間を要するという問題を解決する。本発明の実施例はまた、全てのサンプルの、直ちに
同時発生する処理を可能にする。さらに、システムに特定の条件を設定することによって
、極めて短い時間枠で望ましい量の化学的相互作用を行うことができる。実施例において
、本発明はサンプルの外部サンプル領域上の微小環境を補充して、結合または一般的な他
の相互作用をより速く生じさせることができる。本発明の実施例は、これまで物理的定数
と見なされてきた長い結合時間を克服する。実施例は、単に流体をサンプル上で動かすだ
けでなく、微小環境を補充するよう作用することによって、特定量の相互作用を得るため
に必要な時間を著しく短縮できる。試薬などの完全に新しいアプリケーションを使用する
のではなく、本発明は前記微小環境を補充し、相互作用時間を短縮するよう作用する。本
発明の幾つかの実施例では、同一の流体を除去、混合、および再適用することによってこ
れを行うため、前記サンプルに隣接する前記微小環境において、前記流体および前記物質
が枯渇することがない。実施例は、試薬における弾發音およびウィッキング要素における
弾發音を提供することによって、オペレータによるシステムの使用を容易にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　前述のように、本発明は様々な側面を含み、異なる方法で組み合わされる。以下の記述
は、要素をリストし、本発明の実施例の幾つかを記載するために提供される。これらの要
素は最初の実施例とともにリストされるが、当然ながら任意の方法および数で組み合わさ
れ、追加の実施例を生じる。様々に記載された例および実施例は、本発明を明記されたシ
ステム、技術、およびアプリケーションに制限するものではない。さらにこの記述は、様
々な実施例、システム、技術、方法、装置、および多数の前記開示要素、各要素、および
本アプリケーションまたは任意の後次アプリケーションにおける全要素およびすべての様
々な置換および組み合わせを持つアプリケーションに関する記述および請求項を保護およ
び包含する。
【００１３】
　本発明は、本明細書に示す詳細な図面および記述を参照することによって理解できる。
本発明の実施例は、前記図面を参照して以下に説明する。しかし、当該技術分野に精通す
る者であれば、これら図面に関して本明細書に示す詳細な説明が、単なる説明の目的にす
ぎず、本発明はこれらの制限的実施例の範囲を越えることが容易に理解されるであろう。
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【００１４】
　図１、２、および１０‐１９を参照すると、本発明の実施例が高速サンプル処理の方法
を実現するシステム筐体（６０）を備えた内蔵型システム（５６）を提供することがわか
る。一般に、前記システムはサンプル（１）を取得するステップと、前記サンプルをサン
プル処理システム（２）に配置するステップと、前記システムを操作することによって前
記サンプル（１）を自動的に処理するステップとを含む。前記システムオペレータまたは
その他ユーザは、コンピュータまたはタッチスクリーンディスプレイ（５７）などを通じ
て適切な生化学試験手順を選択することができ、前記サンプル処理システム（２）をその
ように構成するか、または自動的に配列された試験プロセッサ（３）を含めることができ
る。システムオペレータまたはその他ユーザは、選択された順序で、複数の試薬マガジン
、および場合によれば単一の主要な抗体カートリッジを容易に挿入し得る。実施例におい
て、前記サンプル処理システム（２）は、自動的に配列された生化学試験プロセッサ（３
）、自動的に配列された組織化学試験プロセッサ、自動的に配列された細胞科学的試験プ
ロセッサなどを含むことができ、前記システムは、これまで高速で行うことができなかっ
た、または高速で行うことが望まれる特定タイプの試験を行う。
【００１５】
　前記サンプル処理システム（２）では、前記サンプル（１）の外部サンプル領域（４）
の少なくとも一部がいくらかの適切な相互作用を受ける。この相互作用を可能にすること
によって、物質（５）を前記サンプル（１）の近くに配置するように前記サンプル処理シ
ステム（２）を構成し得る。前記サンプル（１）上に前記物質（５）を配置した結果、前
記サンプル処理システム（２）は適切な相互作用を生じ、それによって検出表示が提供さ
れる。この検出表示は、特定タイプの生化学的物質が前記サンプル（１）内に存在すると
生じる。上述のように、前記サンプル処理システム（２）を手術環境において使用するこ
ともできる。そのため、前記サンプル（１）を薄い生体サンプルなどにすることが適切で
ある。このサンプルは、１つまたは複数の薄い生体サンプルホルダー（６）上に配置され
る。
【００１６】
　また、様々なサンプルを一度にまたは並行して処理することも望ましい。そのため、前
記サンプル処理システム（２）が複数のサンプルホルダーを備えることがある。これらの
サンプルホルダーによって、表面（７）上にサンプル（１）を設置することが容易になる
。前記サンプルを平らに広げて相互作用を促進するよう、この表面（７）は実質的に平坦
である。前記サンプル（１）が薄い生体サンプルである場合、前記サンプル（１）は顕微
鏡スライドガラス（８）などのスライドガラス上に配置される。この例において、前記サ
ンプル処理システム（２）は、顕微鏡スライドガラスサンプルホルダー（９）を含む。顕
微鏡スライドガラスサンプルホルダー（９）は、前記配置を容易にするか、または適切な
物質（５）を前記サンプル（１）の外部サンプル領域（４）の少なくとも一部の近くに適
用する際の助けとなる。サンプル（１）を顕微鏡スライドガラス（８）上に設置すること
によって、一般的な染色および分析を短時間で行うことができる。
【００１７】
　同時処理に関しては、理解されるべきは、個別化された生物学的サンプルは、共通点の
ない、サンプルに特有の生化学試験順序で行われ得ることである。自動的に配列された試
験プロセッサ（３）は、個別化された複数の生物学的サンプルと、複数の共通点のないサ
ンプルに特有の生化学試験順序とを、自動的に相関連付けるように動作し得る。この動作
を介して、サンプル処理システム（２）または場合により自動的に配列されたプロセッサ
（３）は、相関要素（６７）を有すると見なされ得る。特定のサンプルホルダー上にどの
サンプルがあるかを知ることによって、システムは、適切なサンプルを用いて適切な順序
が行われるということを保証し得る。
【００１８】
　適切なソフトウェアまたはファームウェアだけではなく、適切なハードウェアをも介し
て、システムは、少なくとも一部の生化学試験順序を、自動的かつ実質的に同時に動作し
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得る。実質的に同時に動作を行うことによって、システムは、１つより多いサンプルに対
して、ほとんど同時にそれらの動作を発生させ得る。勿論、これは、全ての生化学試験順
序を含む。これはまた、特定の特徴、例えば、物質にサンプルをさらすこと、この物質の
中でサンプルを培養すること、物質を取り除くか、または場合により一時的に取り除くこ
と、この物質を再び用いること、物質を除去すること、および最終的な所望の結果を達成
または成就することを含み得る。故に、適切なプログラミングおよび場合により適切な機
構の使用によって、システムは、さまざまな実質的に同時的な要素、例えば自動かつ実質
的に同時的な物質ミキサー、自動かつ実質的に同時的な物質適用要素、自動かつ実質的に
同時的な対サンプル物質適用要素、自動かつ実質的に同時的な培養要素、自動かつ実質的
に同時的な物質一時除去要素、自動かつ実質的に同時的な流体物質一時除去要素、自動か
つ実質的に同時的な毛管一時除去要素、自動かつ実質的に同時的な物質再適用要素、自動
かつ実質的に同時的な物質除去要素、実質的に同時的な自動順序決定生化学試験プロセッ
サなどを有すると見なされ得る。物質の除去がウィッキングによって達成される場合にお
いて、システムは、実質的に同時にウィッキングする要素などを有すると見なされ得る。
毛細作用が、ウィッキングの状況などにおいて用いられるときには、これは、毛細作用物
質除去要素であり得る。システムは、完全に同時的な作用に対しても構成され得る。図面
から、特に、図６および共通のヒンジ移動要素（４７）を介して図に提示された機構設計
の検討から理解され得るように、完全に同時的な処理が、その特定のフォルダー上の全て
の対のスライドに対して行われ得る。故に、適切な構成によって、複数のサンプルが、同
時的な処理のために構成され得る。さらに、自動的に配列された試験プロセッサ（３）Ａ
Ｐは、完全に同時的な、自動的に配列された生化学試験プロセッサとして構成される。
【００１９】
　前述のように、前記サンプル（１）の外部サンプル領域（４）の少なくとも一部を適切
な物質（５）に暴露する。前記物質（５）は、任意の適切な反応性または非反応性物質で
ある。適切な相互作用物質または反応性物質の存在が作用を促進し、検出が行われる。多
くの例において、物質（５）は流体物質（１０）である。前記サンプル（１）を少なくと
も１つの流体物質（１０）に暴露することによって、抗体結合、染色などの相互作用が生
じる。通常、前記流体物質（１０）は適切な反応性物質または適切な流体反応性物質であ
る。そのため、前記サンプル処理システム（２）は、事前に選択した生化学試験手順の一
部として、流体物質ソース（１１）などの物質ソースを含む。また前記サンプル処理シス
テム（２）は、前記流体物質ソース（１１）によって、流体物質（１０）をサンプル（１
）上に配置するなどの作用を自動的に行う。本発明の実施例において、この作用は毛管作
用を使用することで行われ、サンプル処理システム（２）は、サンプル（１）を適切な物
質（５）に毛管暴露する。よく知られている配置では、前記流体物質（１０）は液体物質
である。この液体物質は、当然ながら溶液、懸濁液、または任意の他のタイプの物質であ
る。他の実施例において、本発明をガス状物質などの非液体流体物質に適応することもで
きる。
【００２０】
　前記物質が一旦サンプル（１）上に配置されると、前記自動的に配置された試験プロセ
ッサ（３）はプログラムされ、物質（５）の存在下でサンプル（１）をインキュベートす
るよう作用する。このプログラミングは、サンプル処理システム（２）においてインキュ
ベーション要素（１２）として機能する。自動的に配置された試験プロセッサ（３）は、
前記サンプル（１）を前記物質（５）に暴露するステップを完了した後、前記サンプル（
１）を前記物質（５）において一定期間インキュベートするステップを行う。幾つかの実
施例において、前記サンプル処理システム（２）は、室温などの非上昇温度でインキュベ
ーションを行うことができる。一般に、実施例では前記サンプルなどを加熱して、前記温
度を実際に何度か上昇させる。温度感性物質の場合、前記サンプル処理システム（２）の
実施例は、前記サンプルまたは前記物質（５）を外部的に著しく加熱しないため、前記サ
ンプル処理システム（２）は、プログラミングなどを使用するしないに関わらず、前記サ
ンプル（１）を物質（５）の存在下で著しく温度を上昇させることなくインキュベートす
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る、非上昇温度インキュベーション要素（１３）を含む。
【００２１】
　前記物質が変化するにつれて、当然ながら前記サンプルまたは前記プロセスも変化する
。前記サンプル処理システム（２）に自動的に配置された試験プロセッサ（３）を様々に
プログラムして、異なる物質、異なるサンプルに対して異なるインキュベーション時間を
利用する。関与する物質またはサンプルに応じて、自動的に配置された試験プロセッサ（
３）がごく短いインキュベーション時間を利用することも可能である。これは、前記物質
（５）が配置され、サンプル（１）から除去される期間に十分な相互作用がある場合に適
切である。また、バッファ物質などの特定物質に対しても適している。そのような場合、
前記バッファ物質が適用され、著しいインキュベーション期間または遅延期間なしに比較
的速やかに除去される。比較的速やかに除去されるとは、自動的に配置された試験プロセ
ッサ（３）の機構または他の処理に付随する中断がある一方で、特定の配置の場合は実質
的な遅延が生じず、そのため著しいインキュベーション期間が存在しないということであ
る。
【００２２】
　通常、インキュベーション量は変化する。本発明の幾つかの実施例において重要なこと
は、先行技術と比較してインキュベーションを著しく短縮できるということである。イン
キュベーションは一連の部分的なインキュベーションイベントにおいて行われることもあ
る。そのような部分的インキュベーションイベントでは、自動的に配置された試験プロセ
ッサ（３）が物質を様々な時間以内に部分的にインキュベートするようアレンジされる。
これらの時間は、９０秒からゼロ秒までを含む。９０、６０、３５、３０、２２、２０、
１５、１０、５、３、およびゼロ秒の部分的インキュベーションイベントが適用される。
そのようなイベントにおいて、前記サンプル（１）は実質的な中断なく前記物質（５）に
暴露される。この断続的な時間枠において、適切な相互作用、反応、または他のプロセス
が一般的な意味で生じる。本発明の実施例において、前記相互作用の量は選択された時間
内で通常生じる量よりはるかに多い。さらに重要なことは、部分的なインキュベーション
が、これまで可能と考えられてきた時間よりはるかに短い時間で望ましい量の相互作用を
生じ得るということである。前記部分的インキュベーション手順を結合することによって
、インキュベーションの合計時間は著しく短縮される。本発明の実施例を通じて、特定の
選択物質のインキュベーション合計時間は、選択された生化学、組織化学、細胞化学、ま
たは他の適切なサンプルプロセスの一部として、合計約３００、２５０、２００、１５０
、２０、１６、または１０秒以下にまで短縮される。
【００２３】
　本発明の実施例は、これまで不変の定数であると考えられてきた前記化学反応時間を著
しく短縮することができる。適切なプログラミングを通じて、前記自動的に配置された試
験プロセッサ（３）は、最初に前記サンプル（１）および適切な流体反応性物質の間の相
互作用を可能にする。多くの免疫組織化学試験に対して適切である場合は、化学的な相互
作用または化学反応を前記サンプル（１）および抗体物質（１４）などの物質間に短時間
で生じさせるよう、前記システムを構成することができる。これらの化学的相互作用また
は反応は様々な形態をとり、抗体が特定の細胞または他の構造と結合する場合に存在する
ような相互作用を含む。
【００２４】
　本発明の実施例において、前記システムはサンプル（１）のすぐ近くで前記流体物質を
密閉および拘束するよう構成される。これによって、有界流体環境（１５）または制限的
に密閉された流体環境（１７）が生成される。幾つかの配置では、サンプル処理システム
（２）が、前記外部サンプル領域（４）の近くに有界流体環境（１５）を確立するよう構
成される。この有界流体環境（１５）は、幾つかのタイプの流体境界要素（１６）を通じ
て確立される。流体境界要素（１６）が実際に配置、構成されると、前記有界流体環境（
１５）は前記サンプル（１）の近くに配置される。有界流体環境（１５）を前記外部サン
プル領域（４）の近くに確立することによって、前記システムは、適切な反応性物質（５
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）が配置される環境を提供する。さらに、前記有界流体環境（１５）は様々な目的で機能
する。第一に、前記流体物質ソース（１１）などのソースから使用される流体物質（１０
）の量を制限する。これは、非常に高価な物質の節約に役立つ。さらに、前記前記有界流
体環境（１５）は、前記流体物質（１０）上の適切な作用を促進する。
【００２５】
　実施例では、前記有界流体環境（１５）が構成され、制限的に密閉された流体環境（１
７）が前記サンプル（１）の少なくとも一部の近くで生じる。制限的に密閉された流体環
境（１７）を提供することによって、前記サンプル処理システム（２）は処理を強化する
流体環境を提供する。幾つかの実施例において、サンプル処理システム（２）は、１つ以
上の方向に作用可能な多方向の流体閉じ込め要素（１８）を含む。これは単なる多方向閉
じ込め要素であるというよりも、単一方向のＺ軸のように上下方向に結合する場合など、
同一方向的意味合いで多方向であると理解する必要がある。
【００２６】
　幾つかの実施例において、前記多方向流体閉じ込め要素（１８）は、対向する表面多方
向流体閉じ込め要素（１９）として実際に構成される。この対向する表面多方向流体閉じ
込め要素（１９）は、それぞれ対向する２つの表面を持ち、そのため流体環境を密閉する
。一実施例では、対向する顕微鏡スライドガラス（８）を使用して、前記流体環境を密閉
することができる。示すように、構成は、サンプルを対向する対に配列し得る。これらの
対向する対は、図における一列に並んだ配列で示されるような、対向した相反する対を、
発明者に思い起こさせた。図４に示すように、対向する顕微鏡スライドガラス（８）が作
用して、前記２つの顕微鏡スライドガラス（８）間に小さな領域を生じる。この一実施例
では、前記制限的に密閉された流体環境（１７）が作用して、外部サンプル領域（４）の
少なくとも一部の近くに、多方向の制限的に密閉された流体環境を確立することがわかる
。前記外部サンプル領域（４）の少なくとも一部の近くに、対向する表面を持つ多方向の
制限的に密閉された流体環境を確立することによって、前記外部サンプル領域（４）は好
ましくは適切な流体物質（１０）に暴露される。
【００２７】
　幾つかの実施例において、前記多方向流体閉じ込め要素（１８）は、少なくとも３方向
に密閉された流体閉じ込め要素（２０）として構成される。これは、２つの顕微鏡スライ
ドガラス（８）、および顕微鏡スライドガラス（８）の末端またはそのラベル要素などに
おける追加の閉じ込め方向で示されるように、対向する表面を持つ多方向流体閉じ込め要
素（１９）を使用することによって行われる。一般に、追加の方向閉じ込めを提供できる
。適切な材料、例えば疎水性材料などを使用することによって閉じ込めを行うこともでき
る。一例として、疎水性のラベルを使用することによって、特定の流体物質（１０）がさ
らに別の方向に密閉状態になることがわかる。閉じ込めは少なくとも三方向で生じるため
、少なくとも三方向に密閉された流体閉じ込め要素（２０）を提供できる。一般に、多方
向流体閉じ込め要素（１８）は制限的に密閉された流体環境または制限的に密閉されたガ
ス状環境を確立する。
【００２８】
　前述のように、望ましい結果を得るために様々な物質を使用することができる。そのた
め、サンプル処理システム（２）は特定タイプの物質ソースとして作用する物質ソース（
２１）を含む。多様な物質を使用でき、前記物質ソースは組織化学処理物質ソース、細胞
化学処理物質ソース、有機物質ソース、細胞学的物質ソース、および生体分子物質ソース
として機能する。さらに詳しくは、特定の試験に適切な特定の物質を使用できる。物質ソ
ースは異なるタイプの物質を持つことができ、試薬、一次抗体物質、および二次抗体物質
、色原体、細胞物質、対比染色、組織化学的プローブ、細胞物質対比染色、第一色原体構
成要素、第二色原体構成要素、一価抗体物質、多価抗体物質、組織学的物質、免疫蛍光物
質、免疫金物質、免疫金銀強化物質、免疫細胞化学的物質、免疫組織化学的物質、蛍光分
子物質、および生物学的に特定されたタンパク質を含むがそれらに制限されない。さらに
、他の物質によって生成された物質、例えば抗体刺激によって生成された物質、Ｂ細胞刺
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激によって生成された物質、Ｂ細胞刺激によって生成されたタンパク質、他の要素に対す
る免疫応答性物質、抗原に対する免疫応答、免疫グロブリンなどを使用できる。もちろん
、好塩基性染色、好酸性染色、ヘマトキシリン染色、エオシン染色、エオシン好性染色、
Ｈ＆Ｅ染色、Ｌｅｅ染色物質、Ｍａｌｌｏｒｙ結合組織染色物質、過ヨウ素酸‐Ｓｃｈｉ
ｆｆ染色物質、リンタングステン酸ヘマトキシリン染色物質、銀染色物質、Ｓｕｄａｎ染
色物質、Ｗｒｉｇｈｔ染色物質、Ｖｅｒｈｏｅｆｆ染色物質、三重染色物質、ギムザ染色
物質、トリストロジック物質、細胞学的物質、生体分子物質、およびそれらの任意の組み
合わせを含む物質など、多様な染色物質を使用することもできる。物質ソース（２１）は
、適切な物質タイプのプロセッサ（２２）を含むシステムの一部であることを理解する必
要がある。この場合、前記システムは組織化学プロセッサ、細胞化学プロセッサなどを含
む。さらに、前記システムは、前記サンプルをこれらの物質のいずれかに暴露するよう構
成することができる。
【００２９】
　本発明の実施例において重要な側面は、低親和性抗体物質または低温抗体物質などの特
に難しい物質を用いた使用である。このように、本発明の実施例は、これまで事実上不可
能とされてきたところで結果を得ることができる。一例として、周知の時間枠内に一般に
許容される割合の結合を示す任意の抗体物質などの低親和性抗体物質を使用することがで
きる。このように、前記サンプル処理システム（２）は、そのプログラミングなどを通じ
て、前記サンプル（１）を低親和性抗体物質に暴露する。低親和性抗体物質のタイプは、
自動染色システムにおいてこれまで有効に使用することができなかった物質であってよい
。低親和性抗体物質に加えて、熱感受性抗体物質を使用してもよい。幾つかのシステムに
おいて、そのような抗体物質が使用された例はないかもしれないが、現在ではより多くの
場合に使用されている。熱を利用して、一般に許容される時間枠内の相互作用を加速させ
るシステムもあるが、本システムは熱感受性の抗体物質とともに使用される。そのため、
これまで使用できなかった物質が使用可能になった。これは、上昇温度に対する非耐性お
よび低親和性のために前記加速された時間枠が得られない場合でも可能である。幾つかの
例では、典型的かつ一般的に、最終量のおよそ半分未満が約１５０、１８０、または２４
０秒で結合する抗体が使用される。これは通常の温度条件下で生じるため、前記システム
は、通常の温度条件下で一般的な最終量の約半量を結合するために前記時間枠より長い時
間を要する抗体物質を使用する。
【００３０】
　前述のように、サンプル処理システム（２）は様々な異なる試験手順または試験プロセ
スを促進することができる。高速処理を可能にする実施例を適用することによって、高速
免疫組織化学、免疫細胞化学、ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリッド形成、蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハ
イブリッド形成、染色体識別、染色、抗原抽出、細胞化学、分子化学、エピトープ抽出ま
たは事前プロセスを行うよう前記システムが構成される。これらの異なるプロセスは、多
様なサンプルに適用することもできる。そのため、特定タイプのサンプルを取得して、そ
のサンプルを顕微鏡スライドガラスサンプルホルダー（９）などのサンプルホルダーに配
置することによって、様々な異なるサンプルを処理するよう前記サンプルプロセッサまた
は前記自動的に配列された試験プロセッサ（３）を構成できる。これらのサンプルは、生
物学的、細胞、組織、生検、癌腫関連、黒色腫関連、リンパ腫関連、辺縁試験関連、上皮
細胞、リンパ節、未分化腫瘍細胞、小児細胞、モースマッピング細胞、ヘリコバクター・
ピロリ菌細胞、絨毛膜組織細胞、新生児ヘルペス細胞、プロテオミクス細胞、または他の
種類のサンプルである。このように、前記プロセッサは、適切なプログラミングを通じて
試験を行い、上述のタイプのサンプルに作用する任意のプロセッサである。前記全体サン
プル処理システム（２）は、前記サンプル（１）内にある種の生物学的物質が存在するこ
とを示す検出表示を提供できる。この検出は、前記サンプルにおける癌腫、腫瘍、食細胞
、リンパ節、移植手順、腫瘍分化、小児病理、モースマッピング、辺縁、辺縁指示、ヘリ
コバクター・ピロリ菌診断、治療マーカー、絨毛膜組織、新生児ヘルペス、ウイルス、バ
クテリア、感染性診断、または単なる分子指示タイプの物質が存在することを示す検出表
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示を含む。
【００３１】
　特に重要な処理は免疫組織化学処理である。そのため、前記サンプル処理システム（２
）は、免疫組織化学反応に関与する特定タイプのプロセスのうちいずれか１つを行う。適
切なタイプの免疫組織化学プロセッサを含む場合がある。そのようなプロセッサは適切に
構成されると、自動的に配置された試験プロセッサ（３）として機能し、前述のいずれの
タイプであってもよい。一般に、生化学処理は、様々なタイプの化学処理、組織化学処理
、細胞化学処理、免疫組織化学処理などを含むがそれらに制限されない。
【００３２】
　幾つかの実施例において重要な側面は、高速生化学処理を実現するよう本発明を構成で
きることである。よって前記サンプル処理システム（２）は、高速生化学サンプルプロセ
ッサ（２４）を含む。この高速生化学サンプルプロセッサ（２４）は、従来より短い完了
時間で望ましい結果を実現する。前記従来の完了時間は、指定タイプのサンプル、プロセ
ス、試験装置、および／または物質に対して望ましい結果を得るために必要と考えられる
時間である。同一タイプの構成の場合、本発明は、より長い時間を要して得られると考え
られる化学的結果と同様の望ましい結果を得るよう構成された高速生化学サンプルプロセ
ッサ（２４）を使用することによって、高速生化学処理を行うことができる。高速生化学
サンプルプロセッサ（２４）は、従来の完了時間より早く同様の望ましい結果を得る。幾
つかの実施例において、これは上昇温度なしに実現するため、前記システムは従来の非上
昇温度結合時間より短い時間で抗体物質に作用する。
【００３３】
　高速生化学サンプルプロセッサ（２４）として、前記システムは、前記生化学試験手順
を従来の完了時間内で自動的に実行しながら同様の望ましい結果を得るよう構成される。
これは、前記物質（５）が前記サンプル（１）と相互作用する反応時間を意図的に短縮す
る。そのような構成において、高速生化学サンプルプロセッサ（２４）は、生化学的に時
間短縮された相互作用要素として作用し、短縮された検出時間処理完了要素として機能す
る。実施例は、短縮された時間内で検出表示を提供し、術中環境または他の短縮時間環境
で使用できる。一般に、高速生化学処理方法を提供することによって、単に処理の短縮が
必要な場合以外にも本システムを使用することが可能になる。また、単に時間を短縮する
ことが望まれる場合にも使用される。サンプル（１）との結合に抗体物質を使用する場合
、システムはサンプルを短縮抗体結合時間に暴露するよう構成される。これは、有界流体
環境（１５）の少なくとも一部に実質的に沿うようにして、前記相互作用を許可すること
によって行う。もちろん、これは制限された密閉流体環境（１７）においても可能である
。
【００３４】
　強化された相互作用を少なくとも一定時間生じさせることによって、本発明の実施例は
高速生化学処理を可能にする。この高速処理は単に、推奨される反応時間より短い処理で
あってもよい。前記相互作用は、特定の状況に対して一般に許容される時間枠と比べて短
い時間枠内に生じることが求められる。前記サンプル処理システム（２）の実施例は、特
定の状況に対する一般的な相互作用、完了、反応、または検出時間枠と比べて時間を短縮
する。驚くべきことに、本発明は許容レベルの相互作用または反応を期待される時間枠内
で獲得することができる。そのため、一般に化学的に望ましい結果を得るには長い時間が
かかると予測されるが、本発明はそれと同様の結果を短縮された時間枠で提供することが
できる。この短縮された時間枠は、推奨される反応時間より短く、単純な自動生化学試験
手順の一部として実行してもよい。
【００３５】
　適切な反応物質が実質的に反応する期間を制限することによって、本発明は高速に結果
を得る。つまり一般的な完了時間より早く結果を得ることができる。この時間枠は、意図
的に短縮された反応時間である。本発明の実施例は、特定タイプの生化学物質が存在する
ことを示す検出表示を短い検出時間で提供し、短縮反応時間要素、短縮相互作用時間要素
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、または短縮結合時間相互作用要素（２５）を利用する。この短縮時間相互作用要素（２
５）は、サンプル処理システム（２）において自動的に配列された試験プロセッサ（３）
に含まれるプログラミングであるか、またはハードウェアまたはファームウェアとして存
在する。前記短縮時間プロセス完了とは、短縮時間プロセス完了要素（２６）であり、短
縮検出時間プロセス完了要素と同様に前記サンプル処理システム（２）に含まれる。任意
の状況において短縮時間を利用することによって、本発明の実施例は非上昇温度条件下に
おいて前記結果を得ることができる。そのため、本発明の実施例は、特定の物質に対して
短縮された非上昇温度相互作用時間を利用する。
【００３６】
　幾つかの実施例において、相互作用量とは適切な量を示す。抗体をサンプル（１）に結
合するような場合、本発明の実施例は一般に許容される非上昇温度抗体結合の総量の相当
な割合をより短い時間で完了する。相当な割合とは、一般に許容される非上昇温度抗体結
合の総量の７０％、８０％、９０％、９５％、９８％、ほぼすべて、あるいは１００％で
ある。外来患者処置、術中処置、または米国病理医協会の術中ガイドラインに記載の時間
制限以内に検出表示を提供する実施例は、定量的な量および時間枠も提供することができ
る。これらのより一般的な状況において結果を得ることによって、本発明は、医師がより
効果的に使用でき、患者にとっても有効なシステムを提供する。本発明は、そのため手術
室時間制限環境などでの使用に適している。本発明は、外科手術時間高速環境などにおい
ても使用可能である。量的に本発明の実施例は、前述のように約６０、４５、３０、２０
、１５、１２および１０分の時間枠以内に検出表示を提供する。自動的に配列された試験
プロセッサ（３）などの前記システムは、短縮組織化学的検出時間プロセス完了要素とし
て機能するよう構成される。これらは、前述の時間枠のいずれかより短い時間で検出表示
を提供するよう構成される。またシステムは、従来の非上昇相互作用時間枠の約７５％、
５０％、３０％、２３％、または１８％未満の相互作用時間を使用するよう構成される。
これは、上昇温度を用いる場合にも同様に適用する。システムは、前述の検出表示時間枠
を提供するよう構成される完了要素を提供し、組織化学的に時間短縮された相互作用要素
を前述の時間枠で提供する。前述のように、前記システムは、約５００、４００、３００
、２４０、１８０、１５０、または１２０秒以内に表示を提供する。これは、約９０秒ま
たは６６０秒未満で一般に許容される非上昇温度相互作用総量の約５０％または８０％を
それぞれ生じる物質の場合に起こる。
【００３７】
　短縮された時間枠または相互作用を得るため、前記システムは流体環境内で強制作用を
生じる活動を含む。前記システムは、前記サンプルの近くで原動力を適用する。これは原
動力要素（２３）を通じて生じる。この原動力は、前記制限的に密閉された流体環境（１
７）の少なくとも一部に実質的に沿うようにして適用される。原動力を自動的に適用する
ことによって、前記自動的に配列された試験プロセッサ（３）は適切な時間に作用する。
この原動力の適用は、幾つかの実施例において流体波を開始する。流体波を積極的に開始
することによって、前記制限的に密閉された流体環境（１７）内の流体が移動する。前記
流体波の積極的な開始は、制限的に密閉された流体環境（１７）においても生じる。これ
は、前記流体が必要な場合、または何らかの方法で補充することによって強化される場合
に生じる。
【００３８】
　幾つかの実施例において、前記自動的に配列された試験プロセッサ（３）は振動流体波
、つまり複数回前後に動く流体波を積極的に開始するよう作用する。これらは、自然な性
質である場合とそうでない場合があり、また間に中断がある場合とない場合がある。その
ようなプログラムを通じて、前記システムは振動流体波要素（２７）として機能するサブ
ルーチンなどを含む。当然ながら、前記振動流体波要素（２７）を含める必要はない。幾
つかの実施例において、前記システムは一般的な流体波要素を含む。この流体波要素は、
単にある種の流体波を有界流体環境（１６）内で少なくとも一定期間生じさせる。流体波
要素は、前記制限的に密閉された流体環境（１７）などの領域内で作用し、この環境にお
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いて前記システムは流体移動を生じさせる。以下に説明するように、幾つかの実施例では
、これによって流体環境から流体を除去し、次に前記流体をその流体環境に再適用する。
前記システムはまた、最初に波を生じさせる原動力を除去することによって、前記流体波
を自動的かつ実質的に停止させる。
【００３９】
　前述のように、本発明の実施例に関する特徴の１つは、物質が前記サンプル（１）と相
互作用しながら物質（５）の枯渇に対応することである。図３に示すように、幾つかのタ
イプの流体環境を通じてサンプルを前記物質（５）に暴露することができる。この流体環
境は、制限的に密閉された流体環境（１７）である。任意の流体環境において、制限され
ているか否かに関わらず、前記サンプル（１）に直接隣接して存在する微小環境（２８）
が含まれる。この微小環境（２８）は前記サンプル（１）に直接隣接するか、または隣に
位置する。微小環境は前記サンプル（１）と実際に相互作用する前記物質（５）の要素を
含む。物質（５）の要素が枯渇状態になると、相互作用が減速する。本発明の実施例の特
徴の一つは、前記全体流体を置き換えることなくこの微小環境（２８）を補充できるとい
うことである。特に図４からわかるように、前記微小環境（２８）から前記流体物質（１
）を除去することによって、前記流体物質ソース（１１）を補充した後、置換することが
できる。適切に配置することによって、前記サンプル処理システム（２）は、サンプルイ
ンターフェース微小環境の枯渇を積極的に回避する要素（２９）を含むことができる。こ
のサンプルインターフェース微小環境の枯渇を積極的に回避する要素（２９）は、プログ
ラミングと前記適切な作用を実現するために作動するハードウェアの組み合わせである。
この作用は実質的に、前記サンプルインターフェース微小環境（２９）内で混合すること
と同じ程単純である。興味深いことに、空気ナイフなどを使用しても、前記微小環境（２
８）において実質的に削減されたプロセス時間を実現するために必要な混合レベル、つま
り本発明の実施例が実現できる混合レベルには達しないと考えられる。実際に、既存のシ
ステム（空気ナイフシステムを使用する）は、依然として９０分または１２０分という従
来の処理時間を維持しているのに対し、本発明は処理時間を著しく短縮し、術中ガイドラ
インに記載の２０分を下回る。
【００４０】
　物質の使用量を最少減に抑えるため、また高速処理の目的を効率的に達成するため、本
発明の実施例は、前記サンプル（１）に隣接する前記微小環境（２８）において前記物質
（１）を非置換的かつ実質的に置換することができる。これは、前記サンプルインターフ
ェース微小環境において、前記物質（５）を前記サンプル（１）の近くから一時的に除去
した後、同一物質を再適用することによって行うことができる。前述のように、実質的な
リフレッシュが起こる。流体物質（１０）を動かす他のシステムでは、そのようなことは
起こらない。これは、そのようなシステムの処理時間が依然として遅いこと、また本発明
の実施例で見られるような高速サンプル処理が行われないという事実から明らかである。
図４に示すように、これは有界流体環境（１５）を定義する堅固な表面（７）または堅固
かつ制限的に密閉された流体環境を動かすことによって生じる。ここで堅固という表現は
、固定された境界要素または柔軟な境界要素の両方を含意する。図に示すように、毛管作
用の効果を有効利用する。そのような作用を通じて、前記サンプル処理システム（２）ま
たは前記自動的に配列された試験プロセッサ（３）は、サブルーチンまたはプログラミン
グを含むことによって、サンプルインターフェース微小環境物質リフレッシャ要素（３０
）を持つと考えることができる。これは、前記流体物質（１０）を置換することなくリフ
レッシュを可能にする。
【００４１】
　化学的に前記物質をリフレッシュすることによって、高レベルの望ましい作用が継続的
に生じる。代表的な物質に関して図５に示すように、これは特定の抗体物質であってよい
。この図は、従来の加速／加熱抗体物質結合プロファイル（５８）、前記微小環境（２８
）における抗体物質の枯渇によって遅延する結合作用を描写する。抗体物質の一般的な結
合の場合、その最終結合量の９５％を得るには１４分以上かかる。図に示すような５つの
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波を通じて繰り返し前記物質（５）をリフレッシュすることによって、前記システムの実
施例では、図に示すようなリフレッシュされた抗体物質結合プロファイル（５９）を得る
ことができる。このリフレッシュを通じて、前記曲線は繰り返しその急勾配部分に位置し
、高い割合で結合または他の相互作用が得られる。
【００４２】
　前記物質（５）を使用して後で再適用できる場合などにおいてこれを一時的に実現する
ため、前記システムの実施例は、収集された流体物質（３６）を図示のように設置できる
。前記サンプル（１）または表面（７）に前記物質（５）がわずかに残る場合もあるが、
大部分を除去することが重要である。前記サンプル（１）から前記物質（５）を除去する
ことは、結合または他の望ましい相互作用が生じることによって前記物質自体が枯渇する
作用とは異なることに注意する。
【００４３】
　さらに、前記システムは、収集された流体物質（３６）の場合に示される位置において
、前記サンプル（１）から除去された前記物質（５）を一時的に保持する。これは、前記
サンプル（１）または乱流などから取り除かれた結果として、前記収集された流体物質（
３６）を再混合させるような中断なしに起こる。この保持は、単なる操作中の中断である
ため、前記システムは除去された流体中断要素（３１）の集合を持つと考えられる。この
中断要素は、前記物質一次除去要素の作用の後、少なくとも一定時間作用する。除去され
た物質の保持は、約４秒、３秒、１．５秒、１秒または５００ミリ秒など様々な時間で生
じる。これらの時間を通して、除去された流体中断要素（３１）の集合は、上記の時間保
持するよう構成される除去された流体中断要素の集合となるよう構成される。図６に示す
ように、複数の中断を使用できるため、前記システムは複数の集合流体中断要素（３３）
を持つ。これは同様にして繰り返し生じうる。そのような構成において、サンプル処理シ
ステム（２）は前記サンプル（１）から除去される物質（５）の一時的保持を繰り返す。
【００４４】
　前述のように、前記サンプル（１）の近くにおける流体の移動が望まれる実施例もある
。この一般的な状況において、本発明の一実施例に基づくサンプル処理システム（２）は
、サンプルインターフェース微小環境混合要素（３４）を含むよう構成される。このサン
プルインターフェース微小環境混合要素（３４）は実際に、前記物質ソースがその物質（
５）を排出した後で作用する物質ミキサーである。これは、プロセスの少なくとも一部で
前記物質の混合を行う。前記サンプルインターフェース微小環境（２８）内の物質混合を
行う。そのような構成において、前記システムは前記サンプル（１）に直接隣接する特定
領域内で実質的な混合を行う。サンプルインターフェース微小環境あるいは一般には微小
環境（２８）と呼ばれるこの領域は様々な厚みを持つ。例えば実施例において、サンプル
インターフェース微小環境は、前記サンプル（１）から少なくとも約２０μｍの深さまで
前記サンプル（１）に隣接する。幾つかの実施例において、より小さい領域で同様の混合
が生じる。少なくとも２０μｍの微小環境が混合される実施例もあれば、例えば１０μｍ
、１μｍ、５００ｎｍ、２００ｎｍ、１００ｎｍ、５０ｎｍ、および少なくとも約１０ｎ
ｍといった短い距離が関心の領域となる実施例もある。そのようなサンプルインターフェ
ース微小環境（２８）における混合または補充は、特定のアプリケーションまたは構成に
対して適切である。興味深いことに、既存のシステムがそのような高速処理を行うことが
できないという事実から容易に判断されるように、この微小環境における混合は既存のシ
ステムでは生じない。
【００４５】
　前記微小環境（２８）内で前記物質（５）を混合する際、前記サンプル処理システム（
２）は２つの異なるタイプのプロセスで作用する。初期混合の後に異なるタイプの混合が
続く。一実施例において、前記システムは、まず前記サンプル（１）から物質を一時的か
つ実質的に除去するステップを頻繁に短い時間枠で繰り返す。これらの最初の高速ステッ
プの後、第二の低頻度または短時間の反復が起こる。一例として、まず前記サンプル処理
システム（２）は、前記物質（５）を除去して再適用するまでの間、ほとんど中断なく作
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用する。この初期作用に続いて、前記サンプルプロセスシステム（２）はゆっくり作用し
て時折材料を除去する。複数の初期ステップによって実質的にさらなる混合が生じ、前記
物質をサンプルから一時的かつ実質的に除去するステップをまず何度も繰り返すことによ
って、前記物質（５）をさらに素早く補充することが可能になる。
【００４６】
　図１１－１４を参照すると、本発明の実施例がサンプル（１）の近くから流体物質（１
０）を除去する様子がわかる。一般に物質一次除去要素（３２）を含めることによって、
前記サンプル処理システム（２）は、前記サンプル（１）のすぐ近くから一時的に物質（
５）を除去する。そのような構成は、適切な流体反応性物質を前記サンプル（１）から一
時的かつ実質的に除去する。これは、前記サンプル（１）のすぐ近くから流体環境を除去
することによって実質的に行われる。図示の実施例において、前記システムは有界環境（
１５）を縮小するため、前記サンプル（１）の近くから前記流体物質（１０）を引き戻す
ことがわかる。これは、おそらくは前記顕微鏡スライドガラス（８）などの表面（７）の
移動などによる、毛管現象を通じて起こる。図示されるように、一実施例において、前記
顕微鏡スライドガラス（８）は角度が離れることによって、前記制限的に密閉された流体
環境（１７）を縮小する。このように、前記移動機構および前記プログラミングは減少す
る流体閉じ込め要素（３５）として作用する。この減少する制限的流体閉じ込め要素（３
５）は、前記物質をサンプル（１）から一時的かつ実質的に除去する。一時的、つまり最
終的な再適用と同時に、また微小環境が実質的に削除されて補充されるよう前記物質（５
）を前記サンプル（１）から実質的に除去することによって、前記システムはこの実施例
の目的を達成する。ある時点で前記物質（５）が前記サンプル（１）に再適用されるよう
、前記物質（５）を前記サンプル（１）から一時的に除去する。さらに、前記サンプル（
１）において物質（５）を実質的に除去することによって、前記システムはサンプル（１
）の近くから前記物質（５）の大部分を除去する。一般に少量の物質（５）が残るが、前
記物質（５）の大部分は除去され、適切な混合または再適用のため回収される。従って、
前記システムの実施例は前記サンプル（１）の外部サンプル領域（４）のすぐ近くから前
記有界流体環境を実質的に除去する。
【００４７】
　図４に見られるように、収集された流体物質（３６）は前記外部サンプル領域（４）の
近くで使用可能である。この収集された流体物質（３６）は、物質再適用要素（３７）の
作用を通じて次に前記サンプル（１）に再適用される。この物質再適用要素（３７）は、
一時的に除去された物質の少なくとも一部に作用し、その大部分またはすべては収集され
た流体物質（３６）を示す。一時的かつ実質的に除去された適切な流体反応性物質の少な
くとも一部を再適用することによって、前記サンプル処理システム（２）は、流体物質（
１０）によって生じる微小環境（２８）を補充し、この微小環境（２８）において関心の
特定物質（５）が枯渇しないようにする。
【００４８】
　同様に、前記収集された流体物質（３６）の再適用は、有界流体環境（１５）を拡大す
ること、つまりそのような環境における制限を増加させてそれを小さくすることによって
生じる。前記制限的に密閉された流体環境（１７）を拡大することによって、前記システ
ムはより多くの制限的流体閉じ込め要素（３８）を持つと考えられる。より多くの制限的
流体閉じ込め要素（３８）は、一時的かつ実質的に除去された物質を少なくとも一部を前
記収集された流体物質（３６）などのサンプル（１）に再適用することができる。
【００４９】
　幾つかの実施例において、毛管作用を使用し、必要に応じて前記流体を動かすことがで
きる。制限的に密閉された流体環境（１７）を特定の物質および表面材料の存在下で縮小
することによって、前記流体物質（１０）は毛管作用によって引き戻される。実施例にお
いて、これは特定構成の毛管移動より速い速度で生じる。前記顕微鏡スライドガラス（８
）などの前記表面（７）は、前記流体物質（１０）を生じる速度で角度分解され、動きの
ない毛管作用を通じて一般に動く速度より速く動く場合、前記システムは毛管移動より速
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い流体移動要素（３９）を提供すると考えられる。さらに、前記サンプル処理システム（
２）は、毛管置換要素（４０）および毛管流体置換要素として機能するものを提供するよ
うに構成することができる。さらに、前記毛管置換要素（４０）は、流体をサンプル（１
）に戻すことによって、毛管作用物質適用要素（４１）として機能する。毛管作用は、特
定の構成などに対して毛管作用を示す毛管移動可能な液体とともに存在する。そのような
液体は、表面張力を示す液体または表面張力液も含む。
【００５０】
　他のタイプの移動も可能である。例えば、外部サンプル領域（４）の少なくとも一部の
近くで液圧置換された流体を持つことができる。システムは液圧置換要素などを含む。一
般に毛管作用を用いる場合、システムは前記外部サンプル領域（４）の少なくとも一部の
近くで流体を置換するための毛管流体置換要素を持つと考えられる。前記サンプル（１）
から流体物質（１０）を引き離す場合に、流体環境を毛管消去するとも考えられる。
【００５１】
　特定の構成に対して毛管移動より速い速度で移動を行うことで、前記システムは高速流
体移動を提供すると考えられる。もちろんこれは、高速流体適用と同様に高速流体除去を
含む。これは、特定の構成に対する流体移動が通常の毛管移動より速く生じる任意の状況
において存在するため、前記システムは高速流体移動要素を提供すると考えられる。高速
流体移動は、前記サンプル上で少なくとも約０．０５ミリ秒、０．１ミリ秒、０．１２５
ミリ秒、０．２５ミリ秒、０．５ミリ秒、および約１ミリ秒の範囲の速度で生じる。従っ
て、流体移動要素（４２）は、前述の流体移動速度または必要に応じて他の速度を実現す
るよう構成される。実施例において、流体移動要素（４２）は、特定の速度ではなく時間
で流体移動を行うことができる。前記サンプル（１）が顕微鏡スライドガラス（８）上に
配置された図示の構成の場合、時間は約１秒、０．５秒、４００ミリ秒、２００ミリ秒、
１００ミリ秒、または５０ミリ秒以下となる。
【００５２】
　図１１‐１４を参照すると、様々な機械的配列を使用して前述の高速サンプル処理が可
能になることがわかる。機械的実施例の一つでは、複数のサンプル（１）を整列配置で構
成することができる。図１１は、上部顕微鏡スライドガラス（４３）が上部スライドホル
ダー（４４）に接続できることを示す。同様に、下部顕微鏡スライドガラス（４５）を下
部スライドホルダー（４６）で保持することができる。前記上部スライドホルダー（４４
）および前記下部スライドホルダー（４６）の両方をある種のヒンジ移動要素（４７）を
通じて接続することができる。前記ヒンジ移動要素（４７）は、スライドホルダー間、し
たがって前記上部顕微鏡スライドガラス（４３）および前記下部顕微鏡スライドガラス（
４５）間にある種の角度移動を生じさせる。一般的な意味において、前記ヒンジ移動要素
（４７）は、単に第一および第二表面、例えば前記顕微鏡スライドガラス（８）または他
のタイプの表面間にいくらかの角度移動構成要素を生じる。この運動は、下部スライドホ
ルダーモーター（４８）および上部スライドホルダーモーター（４９）といったコンピュ
ータ制御のステッピングモーターを使用することによって生じる。
【００５３】
　ヒンジ移動要素（４７）は、第一および第二表面移動要素として機能する。図に示す前
記表面が実際に顕微鏡スライドガラスである場合、当然ながら前記表面は平坦である必要
がない。それらは実質的に平坦または水平であってもよく、また同様に湾曲していてもよ
い。図１４および図４において、前記ヒンジ移動要素（４７）は閉鎖位置にあり、前記上
部顕微鏡スライドガラス（４３）は前記下部顕微鏡スライドガラス（４５）に近づく。ソ
フトウェア、ハードウェア、またはファームウェアを通じて行われる操作によって、前記
サンプル処理システム（２）は、近接表面置換要素を含むと考えられる。この近接表面置
換要素は、一方の表面を他方の表面に関して移動または置換する一方、前記表面が互いに
近接する場所に配置することもできる。一実施例において、本発明は前記第一表面を前記
第二表面に関して、または前記第二表面の近くに置き換えるよう構成できる。前記表面は
顕微鏡スライドガラス（８）であってよいが、そうである必要はない。
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【００５４】
　前述のように、原動力要素（２３）は第一表面とそれに関する第二表面の間に角度移動
または他の運動を生じることができる。角度移動は、図４、および図１１－１４に示す前
記運動と比較することによって見ることができる。前記サンプル処理システム（２）は、
第一および第二表面角度移動要素を含むと考えられることが分かる。この要素は、第一表
面を第二表面に関して、および第二表面の近くで置き換えることができる。こうした移動
に関する異なる側面を図４および１１－１４に示すが、当然ながら自動的に配列された試
験プロセッサ（３）が行う最適なシーケンシングは多様な移動を含み得る。図６に示すよ
うに、特定シーケンスの移動によって、前記サンプルを物質に暴露し、前記物質を一時的
に消去し、前記物質を混合し、前記物質を再適用し、最終的に前記物質をサンプル（１）
から引き出す特定のアプリケーションを実行できる。図に示すように、様々なステップの
タイミングおよびシーケンスが可能になる。例えば、ステップ３および４に示すように、
一次抗体を混合する方法に対する初期シーケンスは、一般に著しいインキュベーション時
間を要する波シーケンスが後に続くことによって得られる。図６から、検出シーケンス全
体が１５分未満、大部分の既存システムと比較して大幅に短縮された時間で完了すること
がわかる。
【００５５】
　図４は、前記角移動要素が実際に流体物質（１０）を除去および再適用する様子を示す
。手順の一例として、順序がＡ‐Ｂ‐Ｃである図４の手順を見ると、前記スライドが互い
に近づくと、どのように前記サンプル（１）が流体物質（１０）に暴露されるかを見るこ
とができる。図４Ａは、顕微鏡スライドガラス（８）の例において、２つの表面がどのよ
うに解放位置になるかを示す。この配置において、前記流体物質（１０）は、前記サンプ
ル（１）の外部サンプル領域（４）およびその近くから除去される。図に示すように、こ
れは毛管作用を通じて生じ、それによって前記流体物質（１０）は、そのような配置にお
ける流体の自然な傾向によって前記サンプル（１）から引き戻される。
【００５６】
　図４Ｂは、中間位置の前記顕微鏡スライドガラス（８）を示す。図から理解できるよう
に、前記流体物質（１０）は顕微鏡スライドガラス（８）との間の領域に沿って引っ張ら
れ、前記外部サンプル領域（４）上を通過する。図４Ｃは、一実施例において、前記顕微
鏡スライドガラス（８）がどのように閉鎖位置に移動するか、また互いに近接するかを示
す。まず、前記流体物質（１０）が前記顕微鏡スライドガラス（８）間の適切な領域を完
全にカバーすることがわかる。さらに、図では、前記顕微鏡スライドガラスが閉鎖位置に
ある場合、実際には完全に平行でないことがわかる。前記顕微鏡スライドガラス（８）は
それら自体がある種の識別子と接触する。この識別子は図４に示すように、ラベル（５０
）の厚みを通じてスペーシングできる。前記識別子またはラベル（５０）が比較的厚い場
合、前記顕微鏡スライドガラス（８）は完全に平行にはならず、もう一方の端におけるス
ペーシングが狭くなる場合もある。１つの可能性としてこれを図４Ｃに示す。スペーシン
グを最小化することによって、流体を削減するだけでなく、たとえ最適でなくても既存の
ラベル配置を使用することができる。
【００５７】
　逆の手順についても理解する必要がある。順番がＣ‐Ｂ‐Ａである図４を考慮すると、
前記流体移動要素（４２）は、流体を前記サンプル（１）に適用するだけでなく（Ａ‐Ｂ
‐Ｃ）、前記流体をサンプル（１）から消去する（Ｃ‐Ｂ‐Ａ）。互いに近接する２つの
表面を描写する図４Ｃを再び参照して、前記表面が角度を成して離れる場合、流体を前記
サンプル（１）の外部サンプル領域（４）から消去することが必要である。図４Ｂに示す
ように、前記表面または前記顕微鏡スライドガラス（８）が離れるにつれて、前記流体物
質（１０）は前記ヒンジ移動要素（４７）に向かって動き始める。前記２つの表面は角度
移動の増加を続け、流体が完全に除去される。最終的に、前記流体物質（１０）は前記サ
ンプル（１）の外部表面領域（４）を越えて移動し、他の場所に集められる。従って、図
４Ａからわかるように、収集された流体物質（３６）は、前記流体物質（１０）に作用す
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る原動力要素（２３）の結果として存在する。外部サンプル領域（４）から一端除去され
ると、前記収集された流体物質（３６）はある程度混合され、再適用に備える。
【００５８】
　一般に、様々なスペーシングも可能である。図４Ｃに示す実施例では、近接位置におい
て、前記表面は完全ではないが実質的に平行である。前記２つの表面間の距離は、前記物
質（５）または前記サンプル（１）の特定要件に基づいて変化する。前記サンプル処理シ
ステム（２）が免疫組織化学処理を行うために構成される場合、１００、２００、２５０
、および約３００μｍ離れている近接表面を使用することが適切である。さらに、前記分
離（少なくとも一端）は、識別子またはラベル（５０）の厚みによって確立される。図４
Ｃに示すように、前記表面の一端は、ラベルの厚みのおよそ２つ分だけ離れている。前記
顕微鏡スライドガラス（８）の１つがサンプルを含むか、またはその上にラベルを持たな
い場合も同様に、前記顕微鏡スライドガラス（８）はラベル１つまたは識別子１つの厚み
分だけ一端で分離する。
【００５９】
　図１６－１８および図８を参照すると、複数のサンプル（１）が複数のサンプルホルダ
ーによって保持されることがわかる。そのような配置において、前記顕微鏡スライドガラ
ス（８）は、スライド保持スプリング（５１）などのスライド保持要素によって固定され
ることがわかる。当然ながら他の配置も可能である。そのような配置では、複数のサンプ
ルを同時に処理することができる。便宜上、これら複数のサンプルは相互に隣接して配置
され、１つのサンプルとして動かされる。この構成において、前記サンプル処理システム
（２）は、特定タイプのサンプル、顕微鏡スライドガラス、または単なる表面に対する実
質的に平行または平坦な複数の近接ホルダーとして機能するサンプルホルダーを備える。
【００６０】
　前記サンプルホルダーは、実質的に平行配向された複数の近接サンプル表面の対または
図１０‐１８に示すような一対の近接サンプルまたは表面としても機能する。図４を参照
して前述したとおり、関与する流体量を変えるため前記スペーシングを変えることが可能
である。図３および４に示すように、この微小環境（２８）はサンプル（１）に直接隣接
するボリューム内にある。前記流体物質（１０）の除去または少なくとも実質的な除去を
生じる毛管または他の作用によって（いくらかの流体物質がサンプル上に残留する）、前
記システムは前記微笑環境（２８）の適切な量または全てを除去することができる。前記
流体物質（１０）を除去し、収集された流体物質（３６）に戻すことによって、前記流体
物質（１０）をリフレッシュおよび混合する。
【００６１】
　当然ながら様々な流体ボリュームを使用することも可能である。顕微鏡スライドガラス
を用いて免疫組織化学反応を行うために使用するよう前記システムが設計される実施例お
よび構成において、約３００、２２５、または２００μｌ以下の流体を動かすことが適切
である。この移動は制限的に密閉された流体環境の少なくとも一部において、前記微小環
境（２８）を除去することによって起こる。そのため、前記サンプル処理システム（２）
は前述の流体量のいずれかを動かすよう構成される要素を備えると考えられる。特定物質
およびサンプルの範囲を考慮すると、最小量の物質（５）または流体物質（１０）を動か
すことが適切である。この最小量とは、微小環境（２８）の適切な補充を可能にする量、
または指定されたプロセス時間でこのサンプル（１）および前記物質（５）の間に適切な
相互作用を可能にする量である。処理のための時間に関して異なる要求がある場合、また
はそのような要求が少ない場合、流体物質（１０）の量をさらに削減することを可能にし
、望ましい時間枠において前記サンプル（１）および前記物質（５）の間に適切な相互作
用を可能にする。このように、前記システムは、時間を最小限にするのではなく、より少
ない量の物質を使用するよう構成される。
【００６２】
　図６は、手順の一例において実行可能な様々な反復作用を示す表である。図に示すよう
に、前記自動的に配置された試験プロセッサ（３）は混合を繰り返すか、または物質（５
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）あるいはサンプル（１）上で作用する。ステップ３を参照して、手順がまず一次抗体を
混合するために使用されることがわかる。そのような混合は、一例として３つの手順を含
み、ここで前記流体物質（１０）は収集された流体物質（３６）としてプールされ、前記
外部サンプル領域（４）から除去される。これは、例えば約１．５秒の比較的短い時間（
またはゼロ時間）保持される。同様に、前記初期混合作用の間、前記流体物質（１０）は
、一定時間（またはゼロ時間）、一例では２秒間前記サンプル（１）に暴露および再適用
される。
【００６３】
　図６に示す典型的な手順のステップ４を参照して、前記値は、この初期高速波作用の直
後に、２２秒間続く暴露インキュベーションを用いた低速波作用が存在することを示す。
これは、図に示すように６回ほど繰り返される。これは特定の試験手順を表すが、一般に
反復作用が生じると理解される。そのプログラミングによって、前記サンプル処理システ
ム（２）または前記自動的に配置された試験プロセッサ（３）は、この場合、反復作用要
素だけでなく反復作用流体波要素も含むと考えられる。図６に示すステップ３および４な
どのステップを通じて、前記システムは一時的かつ実質的に前記物質を前記サンプル（１
）から繰り返し除去する。一般に、他の反復作用要素が可能であり、これらは前述のよう
な反復作用流体波要素、反復作用物質除去要素、反復作用物質再適用要素、反復作用イン
キュベーション要素などの反復作用要素を含む。少なくとも２つの反復作用が考えられる
場合、前記システムは少なくとも２つの作用反復作用要素などを含むと考えられる。前記
反復作用は規則的または不規則的に生じる。図６に示す例において、この特定手順のステ
ップ３および４は、全体プロセスの少なくとも一部に対して２つの異なる一定間隔を含む
。そのため、ステップ３は一定の間隔で３回の反復を含み、ステップ４は一定の間隔で６
回の反復を含む。幾つかの実施例において、前記自動的に配置された試験プロセッサ（３
）は一時的かつ実質的に除去された物質の少なくとも一部を繰り返し再適用する。
【００６４】
　前記反復作用は、１回、２回、３回、４回、または５回以上生じる。図６に示すように
、前記反復作用は、初期混合の場合３回、一次抗体インキュベーションの場合６回、初期
色原体または２ステップ物質混合の場合４回生じる。同様に、対比染色の場合は、図に示
すように、４秒間のインキュベーションまたは滞留時間とともに４回反復作用が生じる。
特に幾つかの実施例において、免疫組織化学反応用に構成された場合、第一抗体物質、色
原体、または対比染色物質には３、６、および９回の反復が適切である。この作用を通じ
て、前記システムが微小環境（２８）において非置換的かつ実質的に前記物質を繰り返し
リフレッシュする様子がわかる。この微小環境は前記サンプルに隣接して配置され、部分
相互作用時間および全体処理時間を短縮して高速処理を可能にする。この作用を通じて、
前記システムは有界流体環境（１５）内に流体波を繰り返し生じさせると考えられる。こ
れは、図６に示す特定の試験手順に示す時間の範囲を含むがそれに限定されない様々な頻
度および他の頻度で起こる。図６に示す特定の物質および手順に関して示される変型例か
ら、異なる物質に対して異なる発現とともに前記混合が起こることがわかる。これは、前
記除去および再適用ステップについても同じである。さらに、収集された流体物質（３６
）が保持され、前記サンプル領域（４）から除去される時間も同様に変化する。
【００６５】
　図１５、図２５、および図２６は、垂直吸収ウィッキングロール（５２）を表し、図７
、８、および図２７－３０の一部の範囲は、平行な物質除去要素（５３）を用いて構成さ
れ、上部および下部スライドカメラ（６３および６４）を持つシステムを示す。任意の特
定流体物質（１０）がその機能を遂行して不要になると、前記物質（５）が除去される。
この除去は、前記ウィッキングまたは他の物質除去要素を拡大および縮小するなど、様々
な方法で行われる。前記物質は任意のさらなる相互作用により除去され、ある種のウィッ
ク要素により前記物質を除去することが適切である。またこのウィック要素は、前記プロ
セスの少なくとも一部が完了すると、前記物質を前記サンプル（１）の近くから毛管除去
する。図６に示すように、代表的な試験手順において、前記流体物質（１０）の除去は全
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体プロセスを通じて複数回行われる。例えば、ステップ５、８、１１、１５、１８、２１
などは、全体試験手順の一部として、特定の物質が前記サンプル（１）から複数回除去さ
れることを示す。ステップ１に示されるように、サンプル上に物質が存在しない場合も除
去を行うことができる。除去が不要であると考えられる場合も、前記サンプルが乾燥して
処理を開始できる状態であることを保証する。
【００６６】
　図１１‐１４、図９および図１６は、前記表面または少なくとも１つの表面が非傾斜配
向である場所で化学的相互作用が起こることを示す。非傾斜表面を確立することによって
、試薬コンテナ（５５）を望ましい位置に関して拡大及び縮小することにより顕微鏡スラ
イドガラス（８）などの表面上への試薬の投入を促進する。次に前記物質（５）は滴下添
加されるか、または適切に定量投入される。特定の流体物質（１０）を前記サンプル（１
）の近くの外部サンプル領域（４）から除去することが望ましい場合、何らかの方法で前
記物質の除去を容易にすることが望まれる。これは、様々な方法で促進できる。一実施例
では、表面を配向して前記サンプルの近くから前記物質の除去を促進する。図１５に示す
ように、この配向によって傾斜表面を確立するか、または前記表面を傾斜させて物質のウ
ィッキングを促進する。この配向または傾斜は様々な角度にすることができ、上部または
下部表面のいずれかを指定の角度、または水平から一定の角度で分角して確立することが
できる。この分角は実際に２つの表面の間にある線であり、特定の角度で配向される。図
１５に示すように、一実施例において、前記配向は例えば４５°の角度を持つ分角（５４
）の傾斜である。この構成において、前記表面、例えば下部顕微鏡スライドガラス（４５
）は３０°または２２．５°以上で確立される。同様に、前記上部顕微鏡スライドガラス
（４３）などの前記上部表面は、６０°または６７．５°といった異なる角度で確立され
る。このように、前記流体物質の除去では、図１５、図２５および図２６に示すような垂
直ウィッキングロール（５２）またはウィッキングカセットなどの一般的な物質除去要素
（５３）によって、前記ヒンジ移動要素（４７）の近くに集められた液体が除去する位置
に移動することがわかる。当然ながら、任意の表面または分角（５４）に対して９０°の
角度を使用できる。幾つかの構成において、ウィッキングまたは物質（５）を前記サンプ
ル（１）の近くから一般的に除去するステップを遂行しながら、２つの表面間に傾斜のあ
る分角（５４）を確立することが適切である。これは、傾斜のない１つの表面を用いて行
い、幾つかの移動要素またはモーターを除くことが望ましい。
【００６７】
　幾つかの実施例の特徴は、前記サンプル処理システム（２）が実質的かつ同時に含まれ
る全サンプルに作用することであり得る。図１０、１６、１７、１８、および１９から、
前記システムの適切な構成が、複数サンプルが応答性を持つサンプル処理要素を実質的か
つ同時に提供することがわかる。図に示す構成において、これは複数のサンプルホルダー
を含む。そのようなシステムは、個別または位置特定試薬コンテナ（５５）の使用も含む
。これらは、図１９に示すようなサイドアクチュエータボタン（６１）、図２０‐２４に
示すようなトップアクチュエータ（６２）などから投入される。図１２に示すように、前
記試薬コンテナ（５５）は移動するか、または試薬を各顕微鏡スライドガラス対の上に配
置する。さらに、図２０‐２４から理解されるように、前記試薬コンテナ（５５）は、１
つまたは複数のカートリッジ（６５）またはマガジン（６６）を含むよう構成される。前
記カートリッジ（６５）は、単一の抗体物質用のコンテナである。前記マガジンは、複数
のチャンバを備える複数の物質用の単一のコンテナであり、単一コンテナ複数のチャンバ
複数の流体物質のマガジン（６９）を提供する。線形に構成することもでき、一実施例に
示すような線形試薬マガジンを提供する。システムは、単一コンテナ複数のチャンバ複数
の流体物質のマガジンを含み得、単一のコンテナは、その中に複数のチャンバを有し得る
ことによって、複数の流体物質は、チャンバの中に配置され得る。１つの配列において、
投入力要素（６８）が、単一コンテナ複数のチャンバ複数の流体物質のマガジン（６９）
から物質を解放するように用いられ得る。少なくとも２つの物質チャンバを有することに
よって、システムは、どの物質または相互作用流体物質が適切であるかを決定するように
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自動的に動作し得、次いで、その物質を投入し得る。オペレータに必要であり得る全ての
ことは、システムの中の単一コンテナ複数のチャンバ複数の流体物質のマガジンの場所で
ある。位置によって異なる処理を容易にするために、システムは、位置に特有なソースを
含むように構成され得る。これらの位置に特有なソースは、位置のサンプルとも対応し得
る。複数の物質ソースのマガジンを、位置に特有な複数の物質ソースのうちの一種類とし
て含むことによって、異なる物質は、自動化された試験順序の過程を通じて、１つのサン
プルに投入され得る。加えて、システムはまた、位置に特有の単一の物質ソースを含み得
る。故に、システムは、図２０－２４に示すように、単一コンテナ複数のチャンバ複数の
流体物質のマガジン（６９）、線形に配置された複数の物質ソース（７０）、または主要
抗体カートリッジ（７１）を含み得る。故に、システムは、異なる物質が要求されるとき
にさえも、自動的にサンプルを処理するように動作し得る。
【００６８】
　複数の動作が発生し得るときのオペレータ要求を最小限にするために、複数の物質ソー
スは、機能的に関連した物質を含み得る。さらに、物質は予測された使用に関連した体積
を有し得る。このようにして、一貫して、機能的に関連した、複数の物質ソースマガジン
、および相関的な物質使用の寸法のソースを含み得る。サンプルへの物質の投入を容易に
するために、複数のソースは、一列に配列され、適切に移動されることによって、図２０
－２４に示すように、選択された物質が投入されることを可能にし得、複数の物質ソース
は、線形に配置された複数の物質ソース（７０）である。主要抗体カートリッジは、特に
価値を有するので、別個の単一物質ソース、例えば主要抗体カートリッジ（７１）が用い
られ得る。これは、別個のアイテムであり得、または図２０－２４に示すように、複数の
物質ソースマガジンに音を立てて入り得る。
【００６９】
　適切なメカニズムおよびソフトウェアは、サンプリングおよび他の処理をすべてのサン
プル上で同時に行うことができる。そのため、前記サンプルは、必要に応じて独自の特定
物質選択を有するが、プロセス手順に関して実質的に同等に処理される。これは、すべて
のサンプル内のすべてに同時に作用するステップだけでなく、全サンプルを適切な流体反
応性物質に実質的に均等かつ同時に暴露するステップを含む。幾つかの実施例において、
すべての作用は同時に生じる。そのプログラミングを通じて、前記システムは、実質的か
つ同時にサンプル処理要素を含むと考えられる。この実質的かつ同時サンプル処理要素は
また、その移動要素に関して実質的かつ均等に作用する。
【００７０】
　図９を参照して理解されるように、異なる一次抗体物質および他の物質が個別のスライ
ド位置に含まれることがわかる。そのため、すべてのサンプルを実質的に均等かつ同時に
処理しながら異なる物質が投入される。前述のように、試薬は、音を立てて特定の位置に
入り得る。オペレータは、少なくとも１つのソースに音を立てて入れるか、または直線状
の複数試薬マガジンに音を立てて入れ得るか、着脱式に接続させ得る。故に、システムは
、音を立てて固定することが可能な位置に特有の物質ソース、音を立てて固定することが
可能な主要抗体物質カートリッジ、または音を立てて固定することが可能な線形複数試薬
マガジンを有すると考えられ得る。
【００７１】
　前述から容易に理解できるように、本発明の基本概念は様々な方法で具体化される。こ
れは、処理技術および適切な処理を行う装置の両方を含む。本出願において、前記処理技
術は、記載の様々な装置によって得られると考えられる結果の一部として、記載のステッ
プとして、また前記装置を意図されるように、また記載のとおり利用することによって得
られる自然な結果の利用に伴うステップとして開示される。さらに、幾つかの装置が開示
される場合、これらは当然ながら特定の方法を行うだけでなく、様々に変化する。重要な
ことに、先の全記述に関して、それらの側面がすべて本開示により包含される。
【００７２】
　本明細書に含まれる前記説明は、基本的な説明となることが意図される。特定の説明が
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要がある。また、それは本発明の一般的な性質を完全に説明するものではなく、各機能ま
たは要素が幅広い機能または多様な代替案またはそれに相当する要素を実際にどのように
表すかを明白に示すものではない。また、これらは暗黙的に本明細書に含まれる。本発明
が装置に基づく用語で記載される場合、前記装置の各要素は暗黙的に機能を行う。装置、
方法またはプロセスに関する請求項は、説明の性質に関わらず保護される。
【００７３】
　本発明の要素から逸脱することなく、様々な変更を行うことができる。そのような変更
は暗黙的に記述に含まれ、それらも本発明の範囲内に含まれる。図に示す明示的な実施例
の両方を包含する広範な開示、多様な暗黙的代替実施例、および様々な方法またはプロセ
スなどが本開示に包含される。言語の変化および広範かつ詳細な請求項は、当然ながら後
で行われる場合がある。これを理解した上で、本開示が出願人の権利内で想定される範囲
で請求項の基部を支持すると理解され、独立した全体システムとして本発明の多くの側面
を保護する特許となるよう設計されることに留意する。
【００７４】
　さらに、本発明および請求項の様々な要素は、それぞれ様々な方法で得られる。加えて
、要素が使用または暗示される場合、要素は個別の構造および物理的に接続されているか
否かに関わらず複数の構造を包含すると理解される。本開示は、当然ながらそのような変
型例を包含し、様々な任意の装置実施例、方法あるいはプロセス実施例、またはそれらの
任意の要素の変型例である。特に、本開示は本発明の要素と関連するため、各要素に関す
る用語は、機能または結果のみが同一である場合でも、それに相当する装置または方法の
用語によって表現される。そのような同義語、上位語、または一般名称は、当然ながら各
要素または作用の記述に包含される。そのような語は、本発明が権利を有する暗示的範囲
を明示することが望まれる箇所で代用することができる。例えば、ある作用を行う手段、
またはその作用を生じる要素としてすべての作用が表現される。同様に、物理的要素の開
示は、それぞれが促進する作用の開示を包含する。この点に関して、例えば「ディスペン
サ」の開示は、明示的な説明の有無に関わらず、「ディスペンシング」作用の開示を包含
する。逆に、「ディスペンシング」作用を有効に開示することは、「ディスペンサ」およ
び「ディスペンシングする手段」の開示を含む。そのような変型および代替用語は本記述
に明示的に含まれると理解される。
【００７５】
　本出願において引用される任意の特許、公開、または他の参考文献は、参照することに
より本明細書に組み込まれる。さらに、使用される各用語に関して、当然のことながら、
本出願において用いた場合に広く受け入れられる解釈と矛盾する場合を除いて、一般的な
辞書定義が盛り込まれ、ランダムハウスウェブスター大辞典第二版に含まれるようなすべ
ての定義、代替用語、および同義語は、参照することにより本明細書に組み込まれる。最
後に、以下の参考文献または他の文書のリストに記載されるすべての文献、あるいは本出
願とともに提出された参考文献は本明細書に添付され、参照することにより本明細書に組
み込まれるが、これらの各文献に関して、参照することにより組み込まれる情報または記
述が本発明の特許と矛盾すると考えられる場合、そのような記述は出願人によって行われ
たものとは考慮されない。
【００７６】
　Ｉ．米国特許文献
【００７７】
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【００７８】
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【表２】

　ＩＩ．その他文献
【００７９】
【表３】

　従って、当然ながら本出願人は請求項に対する裏づけを持ち、少なくとも１）本明細書
において開示および記載された各処理装置、２）開示および記載された関連方法、３）各
装置および方法に類似、相当する変型例および黙示的変型例、４）開示および記載される
ように各機能を行う代替設計、５）開示および記載される機能を暗示的に行う代替設計お
よび方法、６）個別の独立発明として示される各機能、構成要素、およびステップ、７）
開示された様々なシステムまたは構成要素によって強化されるアプリケーション、８）そ



(47) JP 2008-538611 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

のようなシステムまたは構成要素によって生成される結果プロダクト、９）前述の特定フ
ィールドまたは装置に適した図示または記載される各システム、方法および要素、１０）
前述のように、付随する任意の例を参照して実質的に記載される方法および装置、１１）
開示された要素の様々な組み合わせおよび置換、および１２）提供される独立請求項また
は概念のそれぞれに依存する潜在的な従属請求項または概念について記述する。さらに、
コンピュータおよびにプログラミングまたは他の電子自動化に伴う各側面に関して、本発
明者は請求項に対する裏づけを持ち、少なくとも、１３）上述の記載を通して説明される
ようにコンピュータを用いて、またはコンピュータ上で行われるプロセス、１４）上述の
記載を通して説明されるようにプログラム可能な装置、１５）上述の説明を通して記載さ
れるように機能する手段または要素を備えるコンピュータを指示するようデータでエンコ
ードされたコンピュータ可読メモリ、１６）本明細書に開示および記載されるように構成
されたコンピュータ、１７）本明細書に開示および記載されるような個別または組み合わ
されたサブルーチンおよびプログラム、１８）開示および記載される関連方法、１９）こ
れらのシステムおよび方法に類似、相当する変型例および黙示的変型例、２０）開示およ
び記載されるように各機能を行う代替設計、２１）開示および記載される機能を暗示的に
行うよう表示される各機能を行う代替設計および方法、２２）個別の独立発明として示さ
れる各機能、構成要素、およびステップ、および２３）上述の様々な組合せおよび置換に
ついて記述する。
【００８０】
　検証するため以下に提供される請求項に関して、当然のことながら、実践的な理由から
、試験の負担を著しく増加させないよう、本発明者は初期請求項のみ、または初期従属性
のみを持つ初期請求項を常に提供する。サポートは、欧州特許条約１２３（２）および米
国特許法３５ＵＳＣ１３２、または同様の他の法律を含むがそれらに制限されない新規法
律の下で必要とされる程度で存在し、一つの独立請求項または概念の下で提供される様々
な従属項または他の要素のいずれかを追加することを可能にする。このアプリケーション
、または任意の後次アプリケーションにおいて任意の請求項を任意の時点で起草する際、
当然ながら前記アプリケーションは全体を捉え、法的に可能な限り広範囲であることを意
図している。実態のない物質が生成される場合、本出願人が任意の特定実施例を逐語的に
包含するよう起草しなかった場合、またその他が適用可能である場合、本出願人があらゆ
る偶然性を予測できなかったためにそのような包含を意図または実際に放棄したと解釈し
てはならない。また当然ながら、当該技術分野に精通する者は、そのような代替実施例を
逐語的に包含する請求項が起草されたと期待すべきではない。
【００８１】
　さらに、「備える（含む）」という移行句の使用は、従来の請求項解釈に基づいて、本
明細書では「オープンエンド」請求項を維持するために用いられる。従って、文脈により
他の解釈が必要とされない限り、当然ながら「備える（含む）」という語または「備えた
（含んだ）」または、「備えている（含んでいる）」などの変型例は、任意の他の要素ま
たはステップ、あるいは要素またはステップのグループの排除ではなく、包含を意図的に
暗示する。そのような語は、本出願人が法的に許容される最も広い範囲を包含できるよう
、最も包括的に解釈する必要がある。
【００８２】
　最後に、任意の時点で説明される任意の請求項は、本発明の記述の一部として参照する
ことにより本明細書に組み込まれ、本出願人はそのような請求項に組み込まれた内容のす
べてまたは一部を、前記請求項のいずれかまたはすべて、あるいはその要素または構成要
素を補足する追加の記述として使用する権利を明示的に留保する。また、本出願人はさら
に、必要に応じて、そのような請求項あるいはその要素または構成要素に組み込まれた内
容の任意の一部またはすべてを記述から請求項に移す、またはその逆を行う権利を明示的
に留保して、本出願または任意の後次継続、分割または一部継続出願によって保護が求め
られる事項を定義するか、または付随する費用の削減という任意の利益を得るか、あるい
は任意の国の特許法、規則、または規定あるいは条約に準拠し、参照することにより組み
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込まれる内容は、任意の後次継続、分割または一部継続出願またはその任意の再発行また
は延長を含む本出願の係属中存続する。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】図１は、本発明の一実施例に基づく内蔵型システムの外観図を示す。
【図２】図２は、サンプル処理システムの一実施例に関する概念的概略図である。
【図３】図３は、２枚のスライドガラスの間などに存在する有界流体環境を示す拡大図で
ある。
【図４】図４ａ－ｄは、流体物質を除去および補充するために作用する一実施例に示すよ
うな表面移動手順を示す。
【図５】図５は、幾つかの代表的な抗体結合プロファイルを示す図である。
【図６】図６は、幾つかのサンプル処理プロトコルステップおよびタイミングを示す図で
ある。
【図７】図７は、高速サンプル処理システムの実施例を示す切断図である。
【図８】図８は、図７に示す前記高速サンプル処理システムの実施例の分解図である。
【図９】図９は、様々な物質を用いた使用を示す試薬マガジンおよびカートリッジの描写
である。
【図１０】図１０は、別の実施例における特定の構造要素を示す高速サンプル処理システ
ムの器具図である。
【図１１】図１１は、図１０に示す実施例の開放位置におけるスライド移動システムの側
面図である。
【図１２】図１２は、図１０に示す実施例の分配位置におけるスライド移動システムの側
面図である。
【図１３】図１３は、図１０に示す実施例の一部閉鎖または一部開放位置におけるスライ
ド移動システムの側面図である。
【図１４】図１４は、図１０に示す実施例の閉鎖位置におけるスライド移動システムの側
面図である。
【図１５】図１５は、図１０に示す実施例の傾斜位置におけるスライド移動システムの側
面図である。
【図１６】図１６は、図１０に示す実施例の開放位置におけるスライド移動システムの斜
視図である。
【図１７】図１７は、図１０に示す実施例の閉鎖位置におけるスライド移動システムの斜
視図である。
【図１８】図１８は、図１０に示す実施例の閉鎖位置におけるスライド移動システムの近
接図である。
【図１９】図１９は、線形試薬マガジンの一実施例を示す斜視図である。
【図２０】図２０は、一次抗体カートリッジが取り付けられた線形試薬マガジンの異なる
実施例を示す斜視図である。
【図２１】図２１は、一次抗体カートリッジの実施例を示す分解図である。
【図２２】図２２は、線形試薬マガジンの実施例を示す分解図である。
【図２３】図２３は、物質ディスペンサが交替カートリッジまたは試薬マガジンのいずれ
かに含まれる場合の実施例を示す切断図である。
【図２４】図２４は、物質ディスペンサが交替カートリッジまたは試薬マガジンのいずれ
かに含まれる場合の実施例を示す切断図である。
【図２５】図２５は、垂直ウィッキングカセットの一実施例の斜視図である。
【図２６】図２６は、図２５に示す垂直ウィッキングカセットの実施例の切断図である。
【図２７】図２７は、平行ウィッキングカセットの一実施例の斜視図である。
【図２８】図２８は、図２７に示す平行ウィッキングカセットの実施例の隅の斜視図であ
る。
【図２９】図２９は、図２７に示す平行ウィッキングカセットの実施例の切断図である。
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【図３０】図３０は、図２７に示す平行ウィッキングカセットの実施例の隅の切断図であ
る。
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